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謹
ん
で
新
春
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
希
望
に
満
ち
た
新
春
を
健
や
か
に

お
迎
え
の
こ
と
と
心
よ
り
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
旧
年

中
は
当
協
議
会
の
事
業
運
営
に
対
し
、
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
ま
さ
に
「
歴
史
的
な
転
換
点
」
と

な
る
激
動
の
一
年
で
あ
り
ま
し
た
。

　

政
治
情
勢
に
お
い
て
は
、
26
年
間
に
わ
た
り
国
政
の
基
盤
で
あ

っ
た
自
・
公
連
立
体
制
が
終
焉
を
迎
え
、
日
本
維
新
の
会
と
の
連

立
政
権
が
誕
生
し
、
憲
政
史
上
初
の
女
性
総
理
大
臣
と
な
る
高
市

政
権
が
発
足
す
る
な
ど
、
政
党
政
治
に
お
け
る
歴
史
的
な
枠
組
み

の
転
換
を
目
の
当
た
り
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
社
会
経
済
情
勢
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
長
き
に
わ
た
る
デ

フ
レ
の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
い
わ
ゆ
る
「
失
わ
れ
た
三
十
年
」
に

明
確
な
終
止
符
を
打
つ
べ
く
、
イ
ン
フ
レ
を
前
提
と
し
た
「
物
価

上
昇
・
金
利
・
賃
金
上
昇
」
が
共
存
す
る
新
た
な
経
済
フ
ェ
ー
ズ

へ
移
行
し
、
そ
の
定
着
と
質
の
高
い
成
長
へ
舵
を
切
っ
た
年
で
も

あ
り
ま
し
た
。

　

本
年
は
健
康
保
険
法
施
行
か
ら
百
周
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
が
、

こ
の
一
世
紀
、
我
が
国
の
健
康
保
険
制
度
は
、
国
民
皆
保
険
の
礎

と
し
て
世
界
に
誇
る
べ
き
健
康
長
寿
社
会
を
支
え
て
ま
い
り
ま
し

た
。
そ
の
象
徴
で
あ
っ
た
従
来
の
「
健
康
保
険
証
」
は
役
割
を
終

え
、
昨
年
12
月
に
は
「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
を
基
本
と
す
る
、
新
た

な
医
療
利
用
体
制
へ
と
本
格
的
に
移
行
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

単
な
る
保
険
証
の
切
替
え
に
と
ど
ま
ら
ず
、
医
療
Ｄ
Ｘ
進
展
に
不

可
欠
な
基
盤
構
築
で
あ
り
、
よ
り
質
の
高
い
、
デ
ー
タ
に
裏
付
け

ら
れ
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
着
実
な
一
歩
で
あ
り

ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
変
革
を
利
便
性
の
向
上
に
と
ど
め
る
こ

と
な
く
、
医
療
の
適
正
化
・
効
率
化
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
責
務
を

負
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
変
化
の
中
、
健
康
保
険
組
合
を
取
り
巻
く
環
境
は
、

か
つ
て
な
い
ほ
ど
峻
烈
を
増
し
て
お
り
ま
す
。
昨
年
末
、
協
会
け

ん
ぽ
が
34
年
ぶ
り
と
な
る
平
均
保
険
料
率
の
引
下
げ
（
９
・
９
％

（
▲
０
・
１
％
））
を
決
定
し
た
こ
と
は
、
健
保
業
界
全
体
に
文
字

ど
お
り
の
「
激
震
」
を
走
ら
せ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
医
療
費

及
び
高
齢
者
拠
出
金
の
増
大
に
喘
ぐ
健
保
組
合
の
半
数
以
上
が
、

そ
の
料
率
を
上
回
る
と
い
う
「
逆
転
現
象
」
が
拡
大
し
、
自
主
・

自
立
で
運
営
す
る
健
保
組
合
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
す
、
極
め
て

深
刻
な
危
機
的
局
面
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
令
和
８
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
は
、
30
年

新
年
の
ご
挨
拶

全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会

会
長　

鈴 

木 

一 

行
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ぶ
り
と
な
る
本
体
部
分
の
大
幅
な
引
上
げ
（+

３
・
09 

％
）
が
行

わ
れ
、
予
算
編
成
に
苦
慮
す
る
健
保
組
合
に
と
っ
て
、
診
療
報
酬

の
大
幅
プ
ラ
ス
改
定
に
伴
う
医
療
費
及
び
高
齢
者
拠
出
金
の
更
な

る
増
加
は
、「
二
重
の
重
圧
」
と
な
っ
て
重
く
の
し
か
か
っ
て
お
り

ま
す
。

　

昨
年
末
の
大
臣
折
衝
で
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
引
下
げ

と
併
せ
、
財
政
基
盤
の
脆
弱
な
健
保
組
合
へ
の
時
限
的
な
財
政
支

援
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
一
時
し
の
ぎ
の

「
延
命
策
」
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
真
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
国
民
皆
保

険
を
担
う
被
用
者
保
険
の
保
険
者
間
に
お
け
る
「
均
衡
あ
る
負

担
」
の
実
現
と
、
公
平
な
財
政
運
営
の
仕
組
み
の
再
構
築
で
あ
り

ま
す
。
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
を
含
め
た
保
険
財
政
運
営
の
在

り
方
に
つ
い
て
、
国
庫
補
助
率
の
見
直
し
と
併
せ
、
令
和
10
年
度

ま
で
に
結
論
を
得
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
質
的
な
「
不
公
平

な
構
造
」
の
是
正
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
健
保
組
合
制
度
の
持
続

可
能
性
は
保
て
ま
せ
ん
。
保
険
者
間
の
均
衡
が
図
ら
れ
た
財
政
運

営
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
構
造
的
な
制
度
見
直
し
は
不
可
欠
で

あ
り
、
そ
の
早
期
実
施
を
強
く
期
待
し
ま
す
。

　

医
療
保
険
制
度
改
革
に
お
い
て
は
、「
全
世
代
型
社
会
保
障
」
の

理
念
の
下
、
２
０
４
０
年
を
見
据
え
た
包
括
的
な
医
療
保
険
制
度

改
革
の
議
論
を
経
て
、
昨
年
末
に
は
「
議
論
の
整
理
」
が
取
り
ま

と
め
ら
れ
、
予
算
編
成
の
大
臣
折
衝
に
お
い
て
具
体
的
な
改
革
プ

ラ
ン
が
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

高
額
療
養
費
の
上
限
引
上
げ
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
へ
の
特
別
料
金

導
入
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
の
普
及
促
進
な
ど
、「
給
付
と
負
担
の
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
」
を
見
直
す
方
向
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
意
義
あ
る
前

進
で
あ
り
ま
す
が
、
現
役
世
代
の
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
は
限
定

的
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
課
題
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

高
齢
者
医
療
に
お
け
る
窓
口
負
担
の
見
直
し
や
所
得
判
断
基
準

の
厳
格
化
、
金
融
所
得
の
算
定
反
映
な
ど
、
真
に
「
負
担
能
力
に

応
じ
た
負
担
」
を
求
め
る
改
革
を
、
令
和
９
年
度
予
算
編
成
過
程

に
お
い
て
確
実
に
制
度
設
計
の
上
、
実
効
性
あ
る
形
で
早
期
に
実

現
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。「
国
民
皆
保
険
制
度
」
を
堅
持

し
、
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
た
め
に
は
、
全
世
代
型
社
会
保
障

構
築
へ
の
歩
み
を
途
切
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
制
度
の
持
続
可
能

性
確
保
に
向
け
た
不
断
の
改
革
が
切
に
望
ま
れ
ま
す
。

　

情
勢
が
厳
し
さ
を
増
す
今
こ
そ
、「
ポ
ス
ト
２
０
２
５
健
康
保

険
組
合
の
提
言
」
に
則
り
、
き
め
細
か
な
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の

推
進
や
保
健
事
業
の
充
実
な
ど
、
健
保
組
合
本
来
の
メ
リ
ッ
ト
を

最
大
限
に
発
揮
し
、
保
険
者
機
能
の
一
層
の
強
化
を
図
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
て
き
た
「
健
保
組

合
だ
か
ら
こ
そ
提
供
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
」
と

い
う
厚
い
信
頼
を
、
更
に
深
め
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
組
合
存
続

に
向
け
た
最
大
の
鍵
で
あ
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
」
の
徴
収
開
始
を

は
じ
め
、
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
に
伴
う
特
例
措
置
へ
の
対
応
、

高
額
療
養
費
の
月
額
上
限
引
上
げ
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
へ
の
特
別
料

金
導
入
な
ど
、
予
定
さ
れ
る
法
改
正
事
項
の
円
滑
な
実
施
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

　

全
総
協
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
持
続
可
能
な
組
合
制
度
へ
の
決

意
を
新
た
に
、
会
員
組
合
の
皆
様
と
固
く
結
束
し
、
健
康
保
険
組

合
連
合
会
と
も
連
携
の
上
、
諸
課
題
に
全
力
で
取
り
組
み
、
邁
進

す
る
所
存
で
す
。
皆
様
方
の
一
層
の
ご
協
力
と
ご
支
援
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
の
干
支
は
「
午う

ま

」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
「
午
」
の
如
く

躍
動
し
、
激
動
の
時
代
を
力
強
く
駆
け
抜
け
、
未
来
を
切
り
開
い

て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
本
年
が
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、

大
い
な
る
飛
躍
と
健
康
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
一
年
と
な
り
ま
す
こ
と

を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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今
こ
そ

総
合
健
康
保
険
組
合
の
存
在
意
義
を
示
す
時
！

　

昨
年
12
月
、
多
く
の
健
保
組
合
が
来
年
度
の
予
算
編
成
方

針
を
決
め
る
た
め
、
診
療
報
酬
改
定
や
４
月
か
ら
新
た
に
始

ま
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
を
踏
ま
え
た
保
険
料
率
設
定

に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
中
、「
全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け

ん
ぽ
）
が
令
和
８
年
度
の
平
均
保
険
料
率
を
０
・
１
％
引
下

げ
」
と
い
う
報
道
に
よ
り
健
保
組
合
に
激
震
が
走
っ
た
。

　

特
に
、
現
在
の
設
定
保
険
料
率
が
協
会
け
ん
ぽ
と
同
率
あ

る
い
は
上
回
っ
て
い
る
健
保
組
合
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
青

天
の
霹
靂
で
あ
り
、
健
保
組
合
そ
の
も
の
の
存
続
を
揺
る
が

す
脅
威
を
突
き
付
け
ら
れ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

協
会
け
ん
ぽ
は
平
成
20
年
に
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
運
営

を
引
き
継
い
だ
が
、
大
幅
な
単
年
度
赤
字
を
繰
り
返
し
た
た

め
に
、
設
立
当
初
８
・
２
％
で
あ
っ
た
平
均
保
険
料
率
を
平

成
24
年
に
10
％
へ
引
き
上
げ
た
。

　

ま
た
、
国
は
そ
の
財
政
問
題
の
た
め
平
成
22
年
度
に
13
％
で

あ
っ
た
国
庫
補
助
率
を
16
・
４
％
ま
で
引
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

協
会
け
ん
ぽ
に
対
す
る
国
庫
補
助
は
、
主
に
標
準
報
酬
が

高
い
健
保
組
合
に
比
べ
中
小
企
業
の
多
い
協
会
け
ん
ぽ
と
の

標
準
報
酬
の
差
を
埋
め
る
た
め
に
行
わ
れ
て
お
り
、
令
和
７

年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
給
付
費
７
・
４

兆
円
に
対
し
て
１
・
２
兆
円
の
国
庫
補
助
金
が
投
入
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
り
、
平
成
22
年
度
以
降
、
協
会
け

ん
ぽ
の
単
年
度
収
支
で
は
、
15
年
連
続
の
黒
字
と
な
り
、
令

和
６
年
度
末
の
準
備
金
は
５
兆
円
を
超
え
、
法
令
で
定
め
る

水
準
の
６
・
６
倍
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
保

健
事
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
総
合
健
保
は
、
財
政
的
に
苦
し
い
状
況
で
は
あ
る

が
、
で
き
る
だ
け
協
会
け
ん
ぽ
よ
り
低
い
保
険
料
率
の
設
定

を
目
指
し
、
ま
た
、
自
前
で
運
営
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
付

加
給
付
や
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
、
健
康
関
連
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
な
ど
充
実
し
た
保
健
事
業
に
尽
力
し
、
加
入
者
の
健
康
づ

く
り
や
生
活
向
上
を
目
途
に
保
険
者
機
能
を
発
揮
し
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
年
々
増
嵩
す
る
納
付
金
・
支
援
金
の
拠
出
負

担
を
要
因
に
、
昨
年
に
お
い
て
は
総
合
健
保
の
４
割
以
上
が
、

協
会
け
ん
ぽ
の
平
均
保
険
料
率
10
％
以
上
の
大
変
厳
し
い
状

況
と
な
っ
て
い
る
。

　

既
に
協
会
け
ん
ぽ
よ
り
も
保
険
料
率
の
高
い
組
合
に
と
っ

て
は
、
更
な
る
保
険
料
率
の
引
上
げ
は
、
組
合
の
解
散
に
つ

な
が
る
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
る
た
め
、
不
本
意
な
が
ら
や
む

な
く
付
加
給
付
等
の
廃
止
や
保
健
事
業
の
縮
小
、
あ
る
い
は

準
備
金
・
積
立
金
の
取
崩
し
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追

い
込
ま
れ
て
き
た
実
態
も
少
な
く
な
い
。

　

さ
ら
に
、
令
和
８
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
は
全
体
で
２
・

22
％
と
い
う
高
い
引
上
げ
率
と
な
っ
た
。
診
療
報
酬
の
１
％

の
引
上
げ
は
保
険
料
の
総
額
を
年
２
５
０
０
億
円
ほ
ど
押
し

上
げ
る
と
の
こ
と
か
ら
、
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
引
下
げ

と
併
せ
て
ダ
ブ
ル
パ
ン
チ
の
大
打
撃
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
を
超
え
る
総
合

健
保
に
お
い
て
は
、
身
を
削
り
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
耐
え
て

き
た
が
、
こ
れ
以
上
無
い
袖
は
振
れ
ず
、
致
命
傷
と
な
り
か

ね
な
い
大
打
撃
で
あ
る
こ
と
を
国
に
は
理
解
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
既
に
２
０
０
億
円
の
財
政
支
援
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
保
険
料
率
引
下
げ
を
検
討
で
き
る
よ
う
な
、
更

な
る
財
政
支
援
策
を
示
し
て
い
た
だ
か
な
い
こ
と
に
は
、
発

展
的
未
来
予
想
図
を
描
く
こ
と
は
叶
わ
な
い
。

　

協
会
け
ん
ぽ
に
対
す
る
国
庫
補
助
に
つ
い
て
は
、
平
成
27

年
の
健
保
法
改
正
に
よ
り
、
準
備
金
が
法
定
準
備
金
を
超
え

て
積
み
上
が
る
場
合
に
は
、
新
た
な
超
過
分
の
国
庫
補
助
相

当
額
の
16
・
４
％
を
翌
年
度
減
額
す
る
特
例
減
額
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。

　

昨
年
末
の
大
臣
折
衝
事
項
に
お
い
て
、
当
該
減
額
措
置
実

施
前
の
４
年
度
分
剰
余
金
に
係
る
特
例
減
額
の
控
除
額
を
、

令
和
８
年
度
か
ら
10
年
度
ま
で
の
間
の
特
例
減
額
の
控
除
額

に
上
乗
せ
す
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
当
該
時
限
措
置
終
了
後

の
医
療
保
険
料
率
を
含
め
た
保
険
財
政
運
営
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
令
和
10
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
国
庫
補
助
率

の
見
直
し
に
併
せ
、
持
続
的
な
保
険
財
政
運
営
の
観
点
か
ら

必
要
な
検
討
を
行
う
と
さ
れ
た
。

　

中
小
企
業
へ
の
経
済
対
策
の
一
環
と
し
て
協
会
け
ん
ぽ
の

保
険
料
率
引
下
げ
は
、
総
合
健
保
に
と
っ
て
五
月
雨
式
組
合

解
散
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
協
会
け
ん
ぽ
の

料
率
を
超
え
る
組
合
も
財
政
運
営
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
制

度
の
見
直
し
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

総
合
健
保
に
お
い
て
は
、
健
保
連
都
道
府
県
連
合
会
等
を

中
心
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
共
同
事
業
化
等
に
向
け
た
動
き

が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
今
こ
そ
総
合
健
康
保
険
組

合
の
存
在
意
義
を
示
す
時
と
捉
え
て
、
総
合
健
保
な
ら
で
は

の
共
同
意
識
の
醸
成
に
向
け
た
コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
の
充
実
な
ど

に
よ
り
事
業
主
に
も
恩
恵
の
あ
る
取
組
の
推
進
等
、
英
知
と

熱
意
を
結
集
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
創
意
工
夫
を
し
た
事
業

展
開
に
邁
進
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
。
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••••••••••••••••••••••

　全国総合健康保険組合協議会は令和７年12月
８日、東京都千代田区の薬業健保会館で厚生労
働省保険局保険課と令和８年度予算編成に関す
る事務打合せ会を行った。
　全総協が令和７年６月27日に厚労省に提出し
た65項目（うち重点・新規要望事項は32項目）の
うち、40項目に対して保険局保険課から回答が

示された。同課の出席者は、子ども・子育て支
援金の取扱いや周知の重要性、事務費負担金の
増額等について説明した。
　全総協からは、副会長、地協会長、委員会委
員長ら13名が出席し、質疑応答や、活発な意見
交換が行われた（要望事項と回答は次頁以降に
全文を掲載）。

��

令
和
７
年
12
月
８
日

〈
厚
生
労
働
省
保
険
局
保
険
課
〉

松
本
剛
史　

健
康
保
険
組
合
指
導
調
整
官

髙
橋
智
明　

健
康
保
険
組
合
係
長

久
保
田
優
斗　

係
員

〈
全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
〉

梅
田
大
介　

�

副
会
長
（
北
海
道
信
用
金
庫
・
常
務

理
事
）

黒
田
詠
一　

副
会
長
（
東
京
薬
業
・
専
務
理
事
）

清
水
知
明　

�

副
会
長
（
神
奈
川
県
建
設
業
・
常
務

理
事
）

井
水
博
史　

副
会
長
（
静
岡
県
石
油
・
常
務
理
事
）

一
ノ
谷
祐
二�　

副
会
長
（
大
阪
府
信
用
金
庫
・
常

務
理
事
）

谷
口
倫
朗　

�

副
会
長
（
岡
山
県
自
動
車
販
売
・
常

務
理
事
）

長
澤　

徹　

�

地
協
会
長
（
岩
手
県
自
動
車
販
売
・

常
務
理
事
）

花
田
伸
一　

�

地
協
会
長
（
福
岡
県
農
協
・
常
務
理

事
）

七
五
三
充　

会
長
組
合
（
出
版
・
専
務
理
事
）

川
本
八
十
志�　

医
療
制
度
等
対
策
委
員
会
委
員
長

（
東
京
都
食
品
・
専
務
理
事
）

川
﨑
正
二
郎�　

広
報
委
員
会
委
員
長
（
玩
具
人
形
・

常
務
理
事
）

森
田　

章　

�（
全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
・

専
務
理
事
）

浅
野
廉
敏　

�（
全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
・

顧
問
）�

（
敬
称
略
）

厚
生
労
働
省
と
の
事
務
打
合
せ
会
出
席
者

全総協・厚労省事務打合せ会

令和８年度予算編成に関する
要望事項及び回答
―全総協が厚労省保険課と事務打合せ会―
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令和８年度予算編成に関する要望事項及び回答
（令和７年12月８日）

Ⅰ　重点要望事項
１�．高齢者医療費の負担構造改革を実現し、世代間、世代内の給付と負担のアンバランスを是正するとともに、
国民所得の伸びを上回って増え続ける国民医療費の抑制策等も含め、持続可能な医療保険制度確立のための
更なる見直しを早急に行っていただきたい。（継続・修正）

【回答】
　令和４年以降、団塊の世代が75歳以上となり始める中、支え手の中心となる生産年齢人口の減少が加速するこ
とが想定され、現役世代の負担上昇を抑えつつ、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが
喫緊の課題である。
　そのため、令和４年10月１日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医
療費の窓口負担割合を２割とする見直しを行い、また、令和６年度から、後期高齢者負担率の設定方法について、
「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見
直しを行ったところ。
　医療保険制度改革については、令和５年末に閣議決定された「改革工程」等も踏まえ、現在、医療保険部会に
おいてご議論いただいているところであり、現役世代の負担軽減を図りつつ制度の持続可能性を確保するため、
着実に検討を進めてまいりたい。

２�．高齢者医療制度について、次のとおり改善するよう検討していただきたい。（継続・修正）

２�．①　増え続ける膨大な医療費の軽減と世代間の公平な負担を図るため、前期高齢者、後期高齢者の自己負
担割合を以下のとおりとすること。
　　前期高齢者…３割負担（住民税非課税者２割負担）
　　後期高齢者…２割負担（現役並み３割、住民税非課税者１割負担）とするが、将来的には３割負担

【回答】
　窓口負担の在り方については、一定以上所得のある後期高齢者への窓口２割負担を導入し、令和４年10月に施
行したところであり、その施行状況等に留意しつつ、必要な保障が欠けることのないよう、見直しによって生じ
る影響を考慮しながら、丁寧な検討をしていく。

２�．②　前期高齢者納付金・後期高齢者支援金等が過大な負担とならないよう、公費による拠出金負担軽減措
置の拡充を図るとともに、引き続き、高齢者支援金等負担金助成事業を継続し、交付基準の緩和及び補助金
の増額措置を講じること。

【回答】
　後期高齢者支援金等の拠出金負担については、平成29年度から、①拠出金負担の重い保険者への負担軽減を拡
充し、100億円の国費を充てる措置を制度化するとともに、②前期高齢者納付金の負担の重い保険者に対して、600
億円の追加支援による予算措置を行っているところ。
　さらに、令和５年通常国会で改正法が成立した医療保険制度改革において、後期高齢者負担率の見直しと併せ、
令和６年度から特例的に健康保険組合に対する国費による更なる支援（430億円）を追加しており、現役世代の
負担をできるかぎり抑制しつつ、企業の賃上げ努力を促進する形で、更なる支援を行っている。
　引き続き、負担能力に応じて医療費を公平に支え合う全世代型社会保障制度の構築を図るとともに、被用者保
険者に対する必要な負担軽減が行えるよう、今後ともできる限りの努力をしてまいりたい。
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２�．③　前期高齢者納付金の算定に当たって、調整対象となる被保険者１人当たり前期高齢者給付費の上限が
設定されているが、各保険者の医療費適正化努力を無力化する超高額な新薬の保険適用が進み、全保険者の
１人当たり平均前期高齢者給付費の水準も上昇しているため、より多くの健保組合が調整対象外となるよう
調整対象外基準率1.57を国費により下方修正すること。（修正）

【回答】
　各保険者の医療費適正化努力を促進する観点から、一人当たり前期高齢者給付費が著しく高い保険者につい
て、一定の基準を超える部分を調整対象から除外しているところ。
　一定の基準の設定に当たっては、制度創設目的に加え、制度の持続性等も考慮し、適切な基準について丁寧に
検討を行ってまいりたい。

２�．④　健康保険組合が負担する高齢者医療への納付金等に上限を設けていただくとともに、毎年予算措置を
講じていただいている高齢者医療費支援金等の負担に対して行う助成事業に対する補助金について制度化
すること。（修正）

【回答】
　高齢者医療を社会全体で支える観点から、後期高齢者医療について約４割を現役世代からの支援金で賄うとと
もに、65～74歳の前期高齢者の医療費については保険者間で財政調整を行う仕組みを設けているところであり、
これらの拠出金の負担に上限を設けることは、国民健康保険財政への影響や被用者保険者間の拠出のバランスの
観点から、慎重な検討が必要であると考える。
　一方、拠出金の伸びが大きい健康保険組合等に対し補助金による財政支援を行っているほか、義務的支出に対
して拠出金負担が過大となる健康保険組合等に対しては、その過大部分を保険者による按分又は公費を充当する
ことで保険者の負担を軽減する仕組みを法律上の制度として設けており、引き続き、拠出金負担の上昇抑制に取
り組んでまいりたい。

２�．⑤　現役世代の負担を軽減するため、後期高齢者医療制度の現役並みの所得者に係る後期高齢者医療給付
費への公費投入を行うこと。

【回答】
　後期高齢者のうち、現役並み所得区分の被保険者の医療給付費については、公費負担の対象としておらず、後
期高齢者支援金90％、後期高齢者自身の保険料10％で賄われている。
　これは、平成14年に老人保健制度を見直しを行う際に、制度の持続可能性確保のため、公費負担割合を３割か
ら５割に引き上げるとともに、限られた公費の重点化を図る必要があったことから、現役並み所得がある者につ
いて、窓口負担割合を２割とするとともに公費負担を行わないこととしたものであり、後期高齢者医療制度にお
いても、同じ仕組みとしたもの。
　現役並み所得者への公費投入については、そのための財源をどのように確保するかといった課題も踏まえた検
討が必要があると考えている。

２�．⑥　後期高齢者医療制度について、その支援金を前期高齢者納付金等により財政調整対象とすることは制
度の趣旨に反しており、速やかに廃止するなど、前期高齢者の費用負担構造の見直しを早急に実施すること。

【回答】
　前期高齢者については、保険者間の偏在を調整した後の加入者数を基に後期高齢者支援金を賦課しているが、
①�特段の調整を行わない場合、退職後の前期高齢者の国保への偏在により、前期高齢者に賦課される後期高齢者
支援金は８割が国保の負担となり、国保への過重な負担となること、
②�前期高齢者に賦課される後期高齢者支援金も、前期高齢者の偏在によりもたらされる負担であり、前期高齢者
医療給付費と同様に全ての保険者で負担を分かち合うことが適当であると考えている。
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２�．⑦　国民健康保険の補助金は、都道府県から普通交付金と特別交付金として交付されています。普通交付
金は国保保険料と前期高齢者納付金を財源としていますが、前期高齢者納付金を財源とするものは普通交付
金から除外し、「前期高齢者交付金」として勘定を分け、目的を明確にした上で交付すること。

【回答】
　都道府県が市町村に対して交付する保険給付費等交付金の財源は、前期高齢者交付金のほか、国・都道府県に
よる公費や国民健康保健事業費納付金（保険料）などにより賄われているが、前期高齢者交付金を切り出して勘
定を分ける場合、前期高齢者交付金のみならず、前期高齢者に係る収支を全体として勘定を分けて管理する必要
が生じ、保険給付費等交付金のみならず、各種公費負担制度についても別立てで管理することや、前期高齢者と
それ以外の被保険者とで異なる保険料体系を設ける必要が生じるなど実務上課題が多いと考える。
　さらに、保険料については、制度全体の収支を踏まえ、世代ごとに区分することなく、被保険者の負担能力に応
じて被保険者全体で支え合う仕組みとなっており、前期高齢者のみを切り分けることは適当ではないと考えている。

３�．子ども・子育て支援金については、国において制度の内容（社会保険料としての負担の仕組みや使い道）
を十分に周知していただくとともに、被用者保険等保険者の子ども・子育て支援金率については、附帯決議
により「国が実務上一律の支援金率を示す取扱いを堅持すること」となっていますが、医療保険とは全く別
の使途に要する徴収であり、早期にお示しいただきたい。（継続・修正）

【回答】
　国において子ども・子育て支援金制度の内容を周知していくことについては、今後ともこども家庭庁とも連携
しながら、制度の趣旨等について丁寧に説明を行ってまいりたい。
　また、一律の支援金率に関する取扱いについては、可能な限り早期にお示しさせていただく。

４�．高齢者医療制度について、高齢者医療費は税金で賄われていると思っている人も多く、現役世代から支援
されていることについてはほとんど理解されていない現状にあります。この制度を維持していくためには、
年齢を問わず所得に応じた負担に理解を得ることを前面にだした広報が必要であると考えます。引き続き、
十分な予算を確保の上、事業主及び被保険者等にも分かりやすい内容で、テレビ放映やSNS等を活用した周
知広報を行っていただきたい。
　�　また、学校教育や新入社員研修の中での制度周知方法なども検討していただきたい。（継続・修正）

【回答】
　高齢者医療制度の安定的な運営が図られるよう、制度の仕組み等について周知・広報に取り組んでまいりたい。

５�．医師偏在対策における医師手当への保険者の負担については、保険料の用途として妥当性を欠くことから、
必要な予算を確保し、国の事業としていただきたい。（新規）

【回答】
　重点的に医師を確保すべき区域における医師手当事業の財源については、医師の人件費は、本来診療報酬によ
り賄われるものであることが、診療報酬で対応した場合、特定の地域の患者負担の増加を招くおそれがある。
　「保険あってサービスなし」とならないよう、医師少数地域における適正な給付の維持･確保のため、全ての被
保険者に広く協力いただく形で保険者からの拠出金により対応することとしているものである。
　この事業は、医師への手当の支払いであり、診療報酬とともに医療給付費の中で一体的に捉えることが適当で
あることから、この事業の実施が医療給付費や保険料の増加の原因とならないようにする形で、診療報酬改定に
おいて一体的に確保することとしている。
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６�．少子化対策については、国の喫緊の課題として検討が進められているところです。少子化対策は推進すべ
きでありますが、出産育児一時金の増額、不妊治療の保険適用、育児休業中の保険料免除等の健康保険にお
ける少子化対策は、特に性成熟期の女性被保険者の比率の高い健保組合にとって過重な負担となっていま
す。
　�　医療保険者における性・年齢別の構成割合による負担の偏在などの影響を検証し、社会全体で公平に子供
を支える観点から、全世代で支えあう仕組みの構築又は財政支援措置を検討していただきたい。（継続・ 
修正）

【回答】
　現在、社会保障審議会（医療保険部会）において、本年冬頃までに、給付体系の骨格の在り方について整理す
ることを目指し、議論を行っている。できる限り速やかに実施できるよう、課題の整理を進めてきたい。
　また、女性と子どもの健康づくりについて、令和６年度補正予算「医療DXを活用した保健事業の取組等に対
する財政支援」にて補助対象の１つとしているところ。
　引き続き、健保組合の財政状況等について注視しつつ、必要な対策を講じてまいりたい。

７�．高額医療交付金交付事業に対する補助金に、令和６年度100億円の財政支援が措置されましたが、近年、高
額薬剤の保険適用が相次いでおり、今後、医療費の高額化が一段と進展することが見込まれることから、同
事業への財政支援について、継続・拡充していただきたい。（継続）

【回答】
　健保組合の支え合いの仕組みを強化するため、健康保険組合連合会が実施する高額医療交付金交付事業交付金
に対する財政支援を制度化し、令和６年度より、100億円措置したところ。
　医療費の動向や健保組合の動向について注視しつつ、引き続き予算の確保に努めてまいりたい。

８�．高齢者医療支援金等負担金助成事業について、団塊世代の前期高齢者への移行による負担増を軽減する目
的で、移行前の平成22年度・平成23年度の平均額を比較対象として、伸び率が大きい保険者に対して助成が
行われているが、実態にそぐわなくなっている。団塊世代が後期高齢者に移行することから、真に負担増に
苦しむ保険者が助成対象となるよう、財源率を考慮した新たな基準を設けていただきたい。（継続）

【回答】
　高齢者医療運営円滑化等補助金は、被用者保険への財政支援を目的に拠出金負担が重い保険者に対して補助金
で支援するものであるところ、そのうち新規分（600億円）については、団塊の世代の前期高齢者への移行開始
が平成24年度であったことから、平成22年度と平成23年度の2年度の平均を基準として拠出金負担の増加率を算
出している。
　新規分については、令和７年度に団塊の世代が全員後期高齢者となることを踏まえ、令和６年度から、対象と
なる拠出金負担に後期高齢者支援金も追加したところであり、引き続き被用者保険者に対する必要な負担軽減が
行えるよう、適切な支援の在り方を検討してまいりたい。

９�．健保組合においては、医療費や拠出金等の義務的経費が増加する中で、マイナンバー関連等への対応や子
ども・子育て支援金制度の創設に伴う多くの新規事務により、業務量が増大し事務負担が増加しているた
め、事業の円滑な運営に向け、事務費負担金予算を増額していただきたい。（継続・修正）

【回答】
　事務費負担金については、令和８年度予算において、増額要求を行っているところ。
　必要な措置を行えるよう、引き続き予算の確保に努めてまいりたい。
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10�．特定健診・特定保健指導国庫補助金について、実績額に基づく適正な補助金（追加支給も含め）としてい
ただきたい。（継続・修正）

【回答】
　特定健診・特定保健指導国庫補助金については、予算の範囲内において一定の補助を行っているところであ
る。国の財政状況が厳しい中で、令和６年度、令和７年度と増額して予算を確保したところであり、更なる予算
措置（追加支給含む）を講じることは困難な状況にあることをご理解いただきたい。

11�．協会けんぽを除く被用者保険者間のみで実施されている、後期高齢者支援金の加算減算制度を廃止し、新
たに、公費を財源とするインセンティブ制度を創設していただきたい。
　�　なお、廃止までの間は、総合健保組合の目標実施率について、更に緩和等を行っていただきたい。（継続・
修正）

【回答】
　2024年度から2026年度までの後期高齢者支援金の加算・減算制度については、関係者に検討をいただいた上で
了承されたところ。2027年度からの制度については、ワーキンググループ等で議論しているところであり、今後
も効果検証等を踏まえ、保険者団体等と協議しながら、検討してまいりたい。
　特定健診・保健指導は保険者の法定義務であるため、相互扶助の観点からも目標値に向けて一定程度の努力を
していただくこと、また特定健診・保健指導以外の保健事業についても、加入者の健康管理のために取り組んで
いただくよう、インセンティブ制度を実施している。
　また、今年度より、2024年度に行った保険者の表彰制度を拡充する形で、新たに非金銭的インセンティブ制度
である表彰・認定制度を実施していく。

12�．高齢者医療運営円滑化等事業（短時間労働者の適用拡大に伴う財政支援事業）の「令和６年度の交付基準
　交付の対象　②令和６年３月から令和７年２月までの各月末における被保険者数（保険料免除者を除く。
以下同じ。）の平均に占める短時間労働者被保険者の平均（令和４年９月末の短時間労働者被保険者数を除
く。）の割合が２％以上であること。」の基準を撤廃していただきたい。
　�　また、撤廃できない場合でも、もともと平均標準報酬の低い組合に対し、基準値を緩和していただきたい。
（継続・修正）

【回答】
　限られた予算の中で真に適用拡大影響により財政支援を必要とする保険者へ補填ができるよう基準を設定し
ていること、現在の基準においてもすでに予算を超える申請があることから、基準の見直し・緩和については慎
重に検討を行う必要がある。

13�．短時間労働者の適用拡大は段階的に実施されますが、短時間労働者を多く雇用する特定の業種・業態の保
険者にとっては、その拠出金負担・保険給付費等に多大な影響を生じさせることが懸念されます。令和８年
度以降も適用拡大による保険者への影響に対して十分な負担軽減措置の継続、拡充を行っていただきたい。
（継続・修正）

【回答】
　適用拡大によって影響を受けた健康保険組合への財政支援については、令和４～７年度予算において措置され
ているところであり、執行を予定している。また、令和８年度予算としても要求を行っているところである。
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14�．オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用（以下、マイナ保険証）に対応するための
組合基幹システムの改修経費等については国庫補助の対象になりましたが、中間サーバー等に係る必要経
費、ネットワーク接続経費、その後の運用に要する経費等について、全額国の負担としていただきたい。　
　�　また、国からの事業主等への周知広報を引き続き行うほか、保険医療機関等に対して、マイナ保険証やオ
ンライン資格確認の利用を促進するための働きかけを十分に行っていただきたい。（継続）

【回答】
　中間サーバー等の運用等に係る経費についてオンライン資格確認やマイナ保険証を利用することにより質の
高い医療の提供が可能となることや事務負担の軽減が図られることから保険者負担としていることについてご
理解いただきたい。なお、中間サーバーの運用・保守費用については、固定化させることなく、稼働実績等を踏
まえて、定期的に見直しを行っている。
　また、マイナ保険証の利用率向上に向けて、引き続き事業主等に対して周知広報に取り組んでいくほか、マイ
ナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向け、医療機関等に対してわかりやすいリーフレットや動画等を
配布し周知を行っているところ。
　今後もマイナ保険証のメリットをより効果的に伝える周知広報等により、更なる利用促進に取り組んでまいり
たい。

15�．国が進める行政手続きコスト削減のための基本計画における、電子申請への移行促進については、実施主
体である事業所への周知・広報を行うとともに、健保組合における電子申請環境を整えるための費用につい
ては、国において支援措置を講じていただきたい。
　　また、e-govを利用できる電子申請環境の構築を早急にしていただきたい。（継続・修正）

【回答】
　日本年金機構（年金局）においては適用事業所に係る電子申請の利用促進の観点から、社会保険料納入告知
（額通知）書に同封するお知らせによる広報、郵送物送付の際のパンフレット同封やホームページへの掲載によ
る周知広報のほか、全国社会保険労務士会連合会や人事・給与システムベンダー各社が参加する人事労務システ
ム協議会との連携により、全ての適用事業所に電子申請の利便性に係る情報が行き届くよう取り組んでいるとこ
ろである。
　健康保険組合のデジタル化を進めることは、組合の業務の改善が図られるといった効果もあり、運営経費につ
いては、健康保険組合においてご負担していただきたい。
　また、e-Govを用いた電子申請環境の構築については、R8.11の運用開始を目指しており、引き続き関係者と調
整を進めてまいりたい。

16�．社会・経済情勢の先行きが不透明な中、業種によっては、組合財政が危機的状況となっています。組合財
政の危機的状況を打開し、健全な医療保険制度を維持するためにも、国による更なる財政支援を実施してい
ただきたい。（継続・修正）

【回答】
　健康保険組合に対して、令和６年度から国費による支援を約430億円追加することとしているほか、令和６年
度からの適用拡大影響に係る給付費の財政支援や、医療DXを活用した保健事業の取組等に対して措置を行って
いる。
　引き続き、健保組合の財政状況について注視しつつ、その時々の状況に応じて必要な対策を講じてまいりたい。

17�．「子ども・子育て支援金」制度等、令和８年度新規事業に伴う事務処理については、時間的余裕を持ち、特
に丁寧な対応をしていただきたい。（新規）

【回答】
　子ども・子育て支援金制度の内容を周知していくことについては、今後ともこども家庭庁とも連携しながら、
制度の趣旨等についてできるだけ早期にかつ丁寧に説明を行ってまいりたい。
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18�．支払基金においては個人情報の漏洩等の事故が逐次発生しておることから、支払基金法第28条に基づく厚
生労働省監査を実施するなど指導をしていただきたい。（新規）

【回答】
　基金法第28条の規定による監査においては、レセプト紛失事故の防止対策を含めた情報保護管理体制について
も確認しており、引き続き適切に対応してまいりたい。
　また、支払基金における情報セキュリティインシデントについては、個人情報の漏洩の有無にかかわらず、厚
生労働省として事案の把握に努めるとともに、必要に応じて指導等を行ってまいりたい。

Ⅱ　新規要望事項
＜制度改善等要望事項＞
１�．傷病手当金に係る医師の労務不能等の意見については、「傷病手当金意見書交付料」を算定していること
からも、患者の症状、治療内容等に加えて労務不能と判断した根拠を明確に記載していただきたい。
　�　また保険者からの照会に対しては無償による回答を義務付けるなど保険医療機関等を指導していただき
たい。（新規）

【回答】
　傷病手当金の申請に当たっては、健康保険法施行規則第84条第２項第１号において定められているとおり、被
保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯
科医師の意見書が必要とされているところであり、当該書類を含めて、各保険者において、適切に判断いただい
ていると承知している。明確な根拠について、一律の基準を示すことは難しいため、対応することは困難である。

２�．高額療養費において、被保険者が70歳以上の場合の70歳以上の被扶養者の自己負担限度額は、被保険者の
所得区分が現役並Ⅰ（標準報酬月額28～50万円）は、80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％となってい
ますが、被保険者が70歳未満の場合の70歳以上の被扶養者の自己負担限度額は、被保険者の所得区分が市町
村民税非課税以外の場合、18,000円となっています。
　�　同じ70歳以上の被扶養者でありながら、自己負担限度額に大きな差が生じるのは不公平であり、被用者保
険では、被扶養者は被保険者により生計を維持されていることから、被保険者の年齢に関わらず被保険者の
標準報酬に基づく負担割合としていただきたい。（新規）

【回答】
　高額療養費制度の見直しについては、現在、専門委員会（※）において議論を行っているところであり、「年
齢にかかわらない負担能力に応じた負担」等の事項について議論を行っているところであり、引き続き丁寧に検
討を進めてまいりたい。
　（※）高額療養費制度の在り方に関する専門委員会

３�．令和７年度においては、令和８年度診療報酬改定に向けた議論が行われるところでありますが、令和６年
度診療報酬改定にて新設されたベースアップ評価料については、そもそも時限的措置であることに鑑み、恒
久的な診療報酬とならぬようしていただきたい。（新規）

【回答】
　令和６年度診療報酬改定においては、診療報酬改定率の一部について賃上げを実施するための対応分を確保す
るという特例的な措置として、「ベースアップ評価料」の新設等により、医療機関における賃上げの支援を行っ
ているところ。
　骨太の方針2025では、「医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確
保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある」とされたところであり、次期
診療報酬改定については、この方針も踏まえつつ、中央社会保険医療協議会において適切に検討してまいりたい。
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４�．６歳未満の患者に対する医療費助成はどこの市町村でも行われており、保険者が８割を負担することは、子
育てをする被保険者を優遇するものではなく、市町村に対する負担軽減策でしかないため、６歳未満の者の
自己負担割合を３割にしていただきたい。（新規）

【回答】
　受診回数の多い就学前のこどもについて、引き続き必要な医療が受けられるよう制度を維持していく必要があ
る。
　就学前のこどもの自己負担割合引上げについては、各自治体の財政状況も勘案する必要があり、慎重な検討が
必要である。

５�．高額療養費制度の見直しについては、先行して見直すのではなく、高齢者の自己負担額やOTC類似品の保
険給付からの除外や高額医薬品に対する保険給付の範囲と併せて、医療費全体の見直しの一つとして検討し
ていただきたい。（新規）

【回答】
　高額療養費制度の見直しについては、当事者の方にもご参画いただく「専門委員会」において議論していると
ころ、医療保険制度改革全体の中で全体感を持って議論をする必要があるという認識で一致してであり、専門委
員会と並行して、社会保障審議会（医療保険部会）においても議論を行っている。

６�．『「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等につ
いて」の一部改正について』（老老発0327第１号保医発第８号令和６年３月27日）等の通知を発出している
ものの、突合できるのは国保連合会で扱う高齢者医療と国保のみで、支払基金が扱う被用者保険の保険者で
は突合できないことにより、診療報酬と介護報酬の二重請求について確認ができるようにしていただきた
い。（新規）

【回答】
　国保と後期高齢者医療においては、国保連合会の介護保険審査支払等システムから提供される、医療と介護の
突合情報を活用しているものと承知している。
　被用者保険において同様に医療と介護の情報を突合するためには、実施方法だけでなく個人情報の取扱い等に
ついて、関係者と調整が必要なものと考えている。

７�．診療報酬体系については、包括化・定額化の拡大を図り、適正な診療報酬の配分見直しや薬価、保険医療
材料の引下げ等医療の効率化を図り、国民医療費の伸びの抑制措置を講じていただきたい。（新規）

【回答】
　診療報酬の配分や薬価、保険医療材料については、中央社会保険医療協議会で関係者の意見も伺いながら議論
をしているところ。
　引き続き適切に対応してまいりたい。

８�．レセプト振替機能が保険証の新規発行終了に伴い、医療機関等が旧資格で請求した場合に、保険証回収済
みであれば返戻する機能を廃止する変更がされたが、マイナ保険証が利用できない者には資格確認書が発行
されるためレセプト振替機能に同様の機能を持たせていただきたい。（新規）

【回答】
　レセプト振替機能の見直しについては、保険証の新規発行終了後、保険証の回収の扱いが変わることに伴い、
レセプトの原請求において証回収済みの場合に医療機関等への返戻を廃止したところ。
　この見直しについては、保険証の廃止に伴って加入者からの証の回収が任意の中で、証回収による判定を残し
たままだと、資格の喪失状況に応じて保険者が回収日の入力の要否を判断する場面が生じ、かえって保険者の負
担になることも想定されるために行ったものである。
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９�．レセプト病名又は保険病名（診療行為を保険請求する際に、審査支払機関での査定を逃れるため、また、
レセプトの返戻などを避けるために、実体のない架空の傷病名を傷病名欄に記載してレセプト作成する場合
の「当該架空の傷病名」のこと）の排除を徹底していただくとともに、医療情報データベースの根本が揺ら
ぐため、医療機関を指導していただきたい。（新規）

【回答】
　「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」（令和６年３月27日保医発0327第５号）の
別添１において、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る傷病名コード」を用いることとされていると
ころ。
　ご指摘の内容を踏まえ、引き続き周知徹底していくとともに、適切に運用されるよう、指導等でも確認してま
いりたい。

＜事務処理改善等要望事項＞
１�．療養費の支給基準にオンライン診療に関する基準（特に「あん摩マッサージ、はり、きゅう」同意書の発
行について）を設け、保険者が根拠を持って適否を判断できるようにしていただきたい。（新規）

【回答】
　医師の同意又は再同意は、医師の診察を受けたものでなければならないこととされており、ここにオンライン
診療は含まれないものと承知している。

２�．装具の療養費に係る審査時の患者照会の結果、医師によらず、装具業者において採寸・採型が実施されて
いるにもかかわらず、「義肢装具採寸法200点」及び「治療用装具採型法700点」が算定されているケースが
多数見受けられます。現状、医師による採寸・採型は稀であり、ほとんどのケースで装具業者が実施してい
ることから、適切な取扱いをするよう指導していただきたい。（新規）

【回答】
　ご指摘の「J129-3」治療用装具採寸法と「J129-4」治療用装具採型法は、併せて実施した場合は、主たるもの
のみ算定することとしている。
　ご指摘も踏まえつつ、適切な運用に努めてまいりたい。

３�．傷病手当金と労働者災害補償保険等の休業補償給付との併給調整については、被保険者にとって傷病手当
金を返納する際の負担が重く、保険者においても返納されず回収に苦慮するケースがあります。労働部局と
の調整を進め、保険者間調整を行う仕組みを構築していただきたい。（新規）

【回答】
　傷病手当金と労働者災害補償保険等の休業補償給付との併給調整については、令和３年の法改正において、保
険者から労働基準監督署へ労災給付の情報を照会することができる規定を盛り込むことによって、本人の同意を
必要としない情報照会を可能としたところである。
　引き続き、制度の適切な運用され、円滑に調整がなされるよう、取り組んでまいりたい。

４�．令和２年７月15日付厚生労働省保険局保険課発の事務連絡「海外における療養に要する費用の算定に当
たっての参考資料の送付について」について、最新版の作成及び提供をしていただきたい。（新規）

【回答】
　令和２年７月15日付厚生労働省保険局保険課発の事務連絡「海外における療養に要する費用の算定に当たって
の参考資料の送付について」については、引き続き必要な対応について検討を進めてまいりたい。
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５�．各健保組合の基幹システムと統合専用端末を連携できるシステムを構築し、健保組合が処理した日から直
ぐにマイナ保険証が利用できるようにしていただきたい。
　�　また、マイナ保険証が利用できない方についても基幹システムで即時に判断できるようにして、直ぐに
「資格確認書」を発行できるようにしていただきたい。（新規）

【回答】
　各健保組合が個別に運用する基幹システムと統合専用端末は、情報セキュリティの確保等の観点から慎重な検
討を要すると考えられるところ、保険者事務の効率化に向けてどういう対応が可能か、引き続き検討を進めてま
いりたい。

Ⅲ　継続要望事項
（例年の回答等について内容が変更されるものについてご回答願います）
＜制度改善等要望事項＞
１�．被扶養者認定は、保険者の処分として教示文の記載が必要と解されたことから、審査請求の増加が見込ま
れます。
　　扶養認定基準全般について明確化していただきたい。（継続・修正）

【回答】
　被扶養者の年収確認（いわゆる「130万円の壁」）の取扱いについては、「「年収の壁・支援強化パッケージ」に
ついて」（令和５年9月29日付保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知）及び「「年収の壁・支援強化パッ
ケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の
取扱いについて」（令和５年10月20日付保保発1020第３号厚生労働省保険局保険課長通知）でお示ししたところ。
　また、直近では、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」（令和７年７月４日付保発0704第２号厚
生労働省保険局保険課長通知）及び「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するＱ＆Ａについて」（令和
７年７月４日付厚生労働省保険局保険課事務連絡）においてもお示ししたところ。
　引き続き、必要な検討を進めてまいりたい。

２�．同一期間中の傷病手当金と育児・介護休業給付金の給付調整について、昨年の回答では、「給付の目的が
異なるため、併給調整を行うことは適当ではないと考えている」とありますが、重複給付された場合、就労
中の収入を上回ることとなり不適当と思われるので、給付調整を行うよう、昭和33年７月８日付保険課長通
知「傷手と労災の調整」と同様の通知を発出していただきたい。（継続・修正）

【回答】
　雇用保険法の育児・介護休業給付については、労働者が育児休業等を取得しやすくし、その後の円滑な職場復
帰を援助・促進することを目的として設けられているものであり、傷病手当金とは給付の目的が異なるため、併
給調整を行うことは適当ではないと考えている。

７�．OTC医薬品のある薬を医療機関等で処方する場合、選定療養費を導入し自己負担を多くするようにしてい
ただきたい。（継続・修正）

【回答】
　OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しについては、現在、厚生労働省の審議会（社会保障審議会 医療保険
部会）においても議論いただいており、こうした議論も踏まえた上で、令和７年末までの予算編成過程において、
丁寧に検討を進めてまいりたい。



― 17 ―

＜事務処理改善等要望事項＞

２�．柔道整復師・鍼灸師の施術に係る療養費の適正化を図るため、次の措置を講じていただきたい。（継続）

２�．①　「各種保険適用」などの誤解を招く広告や看板等が多数見受けられることから、広告表示等の在り方を
含めて、保健所等との連携のもと、施術者に対する指導・監査体制を更に強化すること。

【回答】
　不適正な広告の是正については、あはき・柔整広告ガイドラインを2025（令和7）年2月18日に発出したところ
であり、各都道府県等において適切な指導がなされるよう積極的に周知を行っていく。なお、当該ガイドライン
において、広告不可な事項の例として「各種保険取扱い」を掲載している。

４�．保険医療機関等の指導に伴う地方厚生（支）局の返還金通知について、現物高額療養費が含まれていない
ものが相変わらず多く見受けられることから、医療指導監査業務等実務要領（監査編）に基づき記載するよ
う、地方厚生（支）局及び保険医療機関等に対して徹底していただきたい。
　�　また、昨年の回答に医療指導監査業務等実務要領への記載については、今年度改訂を予定している「指導
編」に盛り込む予定とありますが、現況をご教示いただきたい。（継続・修正）

【回答】
　令和４年１月以降、厚生局ホームページに返還金関係書類が簡便かつ適切に作成できる支援ツールを掲載して
おり、現物高額療養費がある場合等の作成方法等についても併せて周知を行っている。保険医療機関に当該支援
ツールを利用して返還金書類を提出してもらうことにより、厚生局においても適切な返還金通知作成が可能とな
り返還金通知作成の精度向上を図っており、保険医療機関等において適確に記載するよう、地方厚生（支）局に
徹底してまいりたい。
　また、医療指導監査業務等実施要領への記載については、別途返還金通知に係る要領への記載に代えることと
して現在作成を進めているところ。

６�．データヘルス計画実施に当たっては、効果的な保健事業を実施するため、事業主と協働して事業を推進し
なければならないので、事業主への協力要請など、適宜適切な取組みを行っていただきたい。（継続）

【回答】
　コラボヘルスの推進については、経済産業省と連携し、健康経営・健康投資の取組みと協働しながら進めてお
り、事業主団体などを通して、データヘルス計画、健康経営の推進に働きかけているところである。
　2018年度からは、加入者の健康状態や医療費等を見える化し、経営者に通知するための「健康スコアリングレ
ポート」を全健保組合に送付するとともに、2021年度より、事業主単位でのレポート作成を開始している。また、
レポートの活用促進のため、2024年度からは「健康スコアリングレポート等を活用したコラボヘルスを推進する
ための研修」を実施しているところであり、引き続き、健保組合が事業主と協働し効果的な保健事業が実施でき
るよう、後押ししてまいりたい。
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８�．マイナ保険証について、次のとおり改善するよう検討していただきたい。（継続・修正）

８�．①　マイナ保険証の普及には、保険医療機関等の取組みが一番重要であることから、国から保険医療機関
等へ強く働きかけること。
　�　また、マイナ保険証で受診する際のメリットが広報されておりますが、もう少し自己負担額の差を感じら
れるよう検討すること。

【回答】
　マイナ保険証の利用促進については、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向け、医療機関等に
対してわかりやすいリーフレットや動画等を配布し周知を行っているところ。
　今後もマイナ保険証のメリットをより効果的に伝える周知広報等により、更なる利用促進に取り組んでまいり
たい。

８�．③　健保組合の登録情報とJ-LISの情報を突合する際、外国人氏名の表記、住所表記、外字の問題などで、
不一致となるケースが多くあります。
　�　また、誤入力チェックにおいても、他保険者が過去に登録したカナ氏名と少しでも違えば「疑いあり」と
して検出されてしまいます。
　�　マイナ保険証への本格的な移行を控え、加入者情報を正確かつ迅速に中間サーバーに登録する必要がある
ため、関係する全ての機関で統一した表記が使われるよう環境を整備すること。

【回答】
　保険者の登録情報とJ-LISとの情報突合や照会において、J-LISとの間における文字コードの違いにより氏名や
住所等の表記が一部「●」で表示されることがあると承知している。
　医療機関等へのマニュアルでは、カナ氏名を確認して受付を行うことや「●」表記のままでもレセプト請求可
能である旨を示しているほか、「●」表記自体が生じないように、文字コードに関する政府全体の議論の状況を
踏まえ、対応策を検討している。

９�．保険医療機関における、予防接種を行った日と同日における初診料及び再診料の算定されているケースが
散見されるため、保険医療機関等を指導していただきたい。（継続・修正）

【回答】
　地方厚生（支）局が行っている各種指導等の場において、周知徹底を図っているところであり今後も引き続き
適正化を図ってまいりたい。
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ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
項
目
の

未
公
開
部
分
に
つ
い
て
の
更
な
る
公
開
及

び
査
定
の
多
い
事
例
や
査
定
額
の
高
い
事

例
な
ど
、
審
査
情
報
提
供
事
例
の
更
な
る
充

実
を
要
望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
修
正
）

６
．
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
提
供
料
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
本
事
業
に
係
る
経
費
の
縮
減
に

努
め
て
い
た
だ
き
、
利
用
料
の
引
下
げ
を
要

望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
削
除
）

７
．
新
組
織
に
よ
る
デ
ー
タ
分
析
事
業
に
つ

い
て
、
保
険
者
や
組
合
員
本
人
が
活
用
し
や

す
い
医
療
デ
ー
タ
の
提
供
等
、
予
防
や
治
療

の
質
向
上
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
必
要
な

体
制
整
備
と
医
療
費
適
正
化
の
取
組
強
化

を
要
望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
修
正
）

８
．
支
払
基
金
は
「
医
療
Ｄ
Ｘ
に
関
す
る
シ

ス
テ
ム
の
開
発
・
運
用
」
の
母
体
で
あ
り
、

円
滑
な
業
務
運
営
に
は
マ
イ
ナ
保
険
証
を

基
本
と
す
る
対
応
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

　

 

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
率
向
上
策
と
し
て
、

今
後
も
「
全
国
の
医
療
機
関
等
に
よ
る
個
別

患
者
へ
の
利
用
勧
奨
実
施
」
が
最
も
効
果
的

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
厚
労
省
と
と
も
に
、
医

療
機
関
等
に
よ
る
利
用
促
進
対
策
強
化
に

総
括

１
．
新
シ
ス
テ
ム
稼
働
後
の
状
況
を
踏
ま
え
、

よ
り
一
層
の
事
務
効
率
化
と
医
療
費
の
適

正
化
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
に
提
出
し
た
要

望
事
項
を
十
分
に
反
映
し
な
が
ら
、
工
程
表

等
の
着
実
な
実
施
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

２
．
支
払
基
金
は
、
業
務
の
効
率
化
の
目
的

と
し
て
、
国
民
、
保
険
者
及
び
医
療
機
関
等

に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
を
掲
げ
て

取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

　

 

そ
の
取
組
状
況
等
に
つ
い
て
、
単
な
る
自

己
評
価
に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
効
果
検

証
、
評
価
方
法
等
を
明
確
に
し
、
保
険
者
に

対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
果
た
し

て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

 

（
継
続
・
一
部
変
更
）

３
．
審
査
支
払
手
数
料
に
つ
い
て
は
、「
手
数

料
の
階
層
化
」
を
進
め
る
と
と
も
に
、
コ
ス

ト
意
識
を
持
っ
て
、
一
層
の
効
率
化
・
合
理

化
に
努
め
、
審
査
支
払
手
数
料
の
更
な
る
引

下
げ
を
要
望
し
ま
す
。

　

 

ま
た
、
今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
再
審
査
手

数
料
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
廃
止
を
含
め
再

考
す
る
こ
と
を
要
望
し
ま
す
。

 

（
継
続
・
一
部
追
加
）

４
．
審
査
事
務
集
約
後
に
お
い
て
も
、
地
域

間
審
査
差
異
の
解
消
に
努
め
る
と
と
も
に
、

引
き
続
き
Ｗ
Ｇ
で
検
討
し
た
結
果
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
公
表
す
る
よ
う
要
望

し
ま
す
。

　

 

ま
た
、
保
険
医
療
機
関
の
保
険
診
療
に
対

令
和
７
年
度 

社
会
保
険
診
療
報
酬
の
審
査
支
払
等
に
関
す
る
要
望
事
項

　

全
総
協
は
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
本
部
に
対
し
、
令
和
７
年
度
社

会
保
険
診
療
報
酬
の
審
査
支
払
等
に
関
す
る
要
望
事
項
を
、
令
和
７
年
12
月

22
日
に
提
出
し
た
。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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状
に
応
じ
た
審
査
結
果
」
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

 
な
お
、
定
型
文
（
テ
ン
プ
レ
ー
ト
）
で
の

原
審
ど
お
り
の
理
由
記
載
の
際
に
は
、
原
審

理
由
98
は
使
用
せ
ず
、
適
切
な
原
審
理
由
の

コ
ー
ド
を
使
用
す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

　

 

ま
た
、
再
審
査
結
果
の
過
誤
付
箋
の
連
絡

欄
に
は
、
正
確
か
つ
丁
寧
に
記
載
す
る
よ
う

引
き
続
き
要
望
し
ま
す
。

 

（
継
続
・
一
部
追
加
）

４
．
支
払
基
金
の
一
次
審
査
及
び
再
審
査
の

査
定
に
対
し
て
、
復
活
事
例
に
つ
い
て
は
、

「
保
険
医
療
機
関
の
請
求
理
由
（
症
状
詳

記
・
添
付
資
料
）
か
ら
判
断
し
、
妥
当
と
認

め
復
活
し
ま
し
た
」
と
の
定
型
文
だ
け
の
も

の
が
い
ま
だ
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
復
活

し
た
理
由
を
具
体
的
に
記
載
す
る
な
ど
、
保

険
者
が
納
得
で
き
る
理
由
を
記
載
す
る
よ

う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
修
正
）

５
．
再
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
６
か
月
を

超
え
た
保
険
者
か
ら
の
申
し
出
で
あ
っ
て

も
、
適
切
な
内
容
で
あ
れ
ば
、
受
付
を
拒
ま

な
い
と
の
こ
と
で
す
が
、
審
査
事
務
セ
ン

タ
ー
・
分
室
に
よ
っ
て
は
差
異
が
生
じ
て

い
ま
す
の
で
、
取
扱
い
を
徹
底
し
て
い
た
だ

く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

　

 

ま
た
、
保
険
医
療
機
関
か
ら
の
レ
セ
プ
ト

の
取
下
げ
や
再
審
査
請
求
の
提
出
は
現
金

給
付
に
も
影
響
す
る
た
め
、
早
期
に
行
う
よ

う
支
払
基
金
か
ら
指
導
し
て
い
た
だ
く
よ

う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
修
正
）

６
．
保
険
者
か
ら
の
再
審
査
請
求
に
よ
り
、

算
定
ル
ー
ル
上
の
誤
り
を
理
由
に
査
定
対

象
と
な
る
事
例
が
い
ま
だ
散
見
さ
れ
ま
す
。

引
き
続
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
（
一
次

審
査
）
の
対
象
項
目
の
拡
充
、
精
緻
化
に
取

り
組
ん
で
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

（
継
続
）

７
．
支
払
基
金
に
お
い
て
査
定
し
た
レ
セ
プ

ト
が
、
後
日
、
保
険
医
療
機
関
か
ら
の
取
下

げ
依
頼
に
よ
り
返
戻
し
た
結
果
、
査
定
復
活

さ
れ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
取
下
げ
依
頼
は

再
審
査
請
求
と
手
続
き
が
違
う
こ
と
を
保

険
医
療
機
関
に
説
明
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
が
、
い
ま
だ
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
た

め
、
保
険
医
療
機
関
へ
の
説
明
を
徹
底
し
て

い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

８
．
明
細
書
返
付
依
頼
書
の
記
載
事
項
（
再

審
査
等
対
象
種
別
・
明
細
書
区
分
・
記
号

番
号
・
査
定
後
の
点
数
等
）
に
誤
り
が
多
い

た
め
、
正
し
い
情
報
を
記
載
す
る
よ
う
、
引

き
続
き
保
険
医
療
機
関
等
へ
の
指
導
を
要

望
し
ま
す
。
併
せ
て
、
取
下
げ
依
頼
件
数
の

多
い
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
指
導
の

徹
底
を
要
望
し
ま
す
。

　

 

な
お
、
明
細
書
返
付
依
頼
書
に
基
づ
き
返

戻
し
た
レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
前
月
診
療
分

レ
セ
プ
ト
の
写
し
等
が
必
要
な
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
明
細
書
返
付
依
頼
書
に
記
載
す

る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

　

 

ま
た
、
返
付
済
み
の
レ
セ
プ
ト
に
対
し
、

再
度
の
返
付
依
頼
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
支
払
基
金
側
に
お
い
て
シ
ス
テ

ム
チ
ェ
ッ
ク
等
の
仕
組
み
の
構
築
を
要
望

し
ま
す
。（
継
続
）

９
．
明
細
書
返
付
依
頼
書
に
お
い
て
対
象
レ

セ
プ
ト
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
回
答
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ

く
こ
と
で
、
回
答
済
み
か
確
認
が
可
能
と
な

る
た
め
、
取
扱
い
の
変
更
を
ご
検
討
い
た
だ

く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

10
．
一
次
審
査
に
お
け
る
縦
覧
点
検
に
つ
い
て

は
、
縦
覧
点
検
の
必
要
が
あ
る
レ
セ
プ
ト
を

見
逃
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
の
拡
充
な
ど
、
審
査
の
精
度
を
上

げ
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

11
．
医
療
機
関
に
レ
セ
プ
ト
を
返
戻
し
た
場

合
、
修
正
し
て
再
請
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

た
め
、
再
審
査
請
求
依
頼
し
た
レ
セ
プ
ト
は

医
療
機
関
に
返
戻
せ
ず
、
支
払
基
金
に
お
け

る
査
定
で
対
応
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望

し
ま
す
。（
新
規
）

12
．
特
定
健
診
実
施
日
に
お
け
る
初
診
・
再

診
料
に
係
る
取
扱
い
に
お
い
て
、「
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
実
施

上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」（
令
和
６
年
３

月
５
日
保
医
発
０
３
０
５
第
４
号
）
に
あ
る

疑
義
解
釈
を
適
切
に
運
用
し
て
い
た
だ
く

よ
う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

診
療
（
調
剤
）
報
酬
明
細
書
の
取
扱
い

関
係

１
．
レ
セ
プ
ト
の
請
求
に
関
し
て
記
号
番
号
、

性
別
、
生
年
月
日
、
本
家
区
分
、
特
記
事
項

（
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
等
に
係
る
所
得

区
分
・
高
齢
者
の
非
課
税
区
分
の
記
載
・

限
度
額
適
用
認
定
証
の
区
分
変
更
等
）
の
記

載
誤
り
、「
症
状
詳
記
」
等
の
添
付
文
書
も

れ
が
依
然
と
し
て
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
、
数

年
以
上
前
に
資
格
を
喪
失
し
て
い
た
者
の

誤
っ
た
請
求
も
あ
る
た
め
、
保
険
医
療
機
関

に
対
す
る
広
報
の
充
実
と
一
層
の
指
導
強

化
に
努
め
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

（
継
続
・
一
部
追
加
）

２
．
恒
常
的
に
月
遅
れ
請
求
と
な
っ
て
い
る

保
険
医
療
機
関
に
対
し
て
解
消
に
努
め
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
い
ま
だ
恒
常
的
に

月
遅
れ
請
求
と
な
っ
て
い
る
保
険
医
療
機

関
が
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
改
め
る
よ
う
引

き
続
き
指
導
を
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

３
．
一
次
審
査
で
査
定
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
に

つ
い
て
、
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
減
額
の

通
知
は
さ
れ
ま
す
が
レ
セ
プ
ト
は
返
戻
さ

れ
な
い
た
め
、
保
険
医
療
機
関
が
傷
病
名
等

を
追
加
し
た
新
た
な
レ
セ
プ
ト
を
作
成
し

て
請
求
し
て
く
る
こ
と
に
よ
り
重
複
請
求

が
生
じ
て
い
ま
す
。
レ
セ
プ
ト
を
再
作
成

し
な
い
よ
う
、
保
険
医
療
機
関
等
へ
の
指
導

を
徹
底
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

　

 

ま
た
、
上
記
の
重
複
例
に
限
ら
ず
、
重
複

請
求
が
い
ま
だ
多
数
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、

シ
ス
テ
ム
対
応
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
よ

う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

４
．
レ
セ
プ
ト
電
子
化
に
対
応
し
た
傷
病
名
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コ
ー
ド
の
統
一
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省

の
「
傷
病
名
の
統
一
に
つ
い
て
（
事
務
連

絡
）」
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
保
険
医

療
機
関
へ
の
指
導
を
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

電
算
処
理
関
係

１
．
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
レ
セ
プ
ト
の
振
替
・
分
割
処
理
に
つ
い

て
、
更
な
る
精
度
の
向
上
を
要
望
し
ま
す
。

（
継
続
）

２
．
振
替
・
分
割
対
象
レ
セ
プ
ト
で
あ
る
の

に
原
審
ど
お
り
の
結
果
と
さ
れ
る
場
合
は
、

保
険
者
で
は
理
由
が
判
別
で
き
な
い
た
め
、

詳
細
な
理
由
を
記
載
し
て
い
た
だ
く
よ
う

要
望
し
ま
す
。

　

 

ま
た
、
医
療
機
関
が
返
戻
す
る
こ
と
を
了

承
し
て
い
る
場
合
は
医
療
機
関
に
返
戻
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
そ
の
場
合
に
確

実
に
医
療
機
関
に
返
戻
す
る
た
め
の
、
再
審

査
請
求
理
由
コ
ー
ド
を
お
示
し
い
た
だ
く

よ
う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

３
．
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
レ
セ
プ
ト
の
振
替
・
分
割
処
理
で
、「
受

診
日
レ
コ
ー
ド
」
等
の
登
録
が
任
意
と
な
っ

て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
登
録

デ
ー
タ
の
不
足
に
よ
っ
て
、
新
資
格
が
あ
っ

て
も
振
替
・
分
割
で
き
な
い
も
の
が
多
数

見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
登
録
を
必
須
と
す
る

よ
う
要
望
し
ま
す
。（
継
続
）

４
．
病
院
・
診
療
所
向
け
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

の
Ｑ
＆
Ａ
に
あ
る
「
再
来
の
患
者
に
対
し
て

も
都
度
の
資
格
確
認
が
必
要
か
。」
の
問
い

に
対
す
る
回
答
で
、「
原
則
と
し
て
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
健
康
保
険
証
の
提

示
を
求
め
都
度
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
あ
る
よ
う
に
、

受
診
の
都
度
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
行

い
、
最
新
の
資
格
情
報
を
確
認
す
る
よ
う
保

険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
広
報
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
更
な
る
広

報
・
指
導
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し

ま
す
。

　
 

ま
た
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
都
度
、
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
行
う
取
扱
い
と
す

る
よ
う
、
厚
生
労
働
省
へ
の
働
き
か
け
も
要

望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
修
正
）

５
．
資
格
重
複
チ
ェ
ッ
ク
は
新
旧
保
険
者
に

対
し
リ
ス
ト
が
配
信
さ
れ
て
い
る
が
、
国
民

健
康
保
険
や
協
会
け
ん
ぽ
に
は
、
旧
保
険
者

側
で
の
対
応
が
未
了
又
は
遅
延
さ
れ
て
い

る
も
の
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
期
間
経
過
フ

ラ
グ
が
「
５
」
と
長
期
放
置
と
な
っ
て
い
る

事
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
期
間
継
続
し
て

抽
出
さ
れ
る
事
案
に
は
、
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
配
信
す
る
、
又
は
対
応
結
果
を
新
旧
保
険

者
で
共
有
で
き
る
等
の
措
置
を
講
じ
て
い

た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。（
新
規
）

そ
の
他

１
．
地
方
単
独
医
療
費
助
成
事
業
の
支
払
基

金
委
託
を
、
引
き
続
き
積
極
的
に
推
進
す
る

よ
う
要
望
し
ま
す
。 

　

 

ま
た
、
医
療
費
助
成
制
度
対
象
者
の
自
己

負
担
額
の
記
載
を
義
務
化
す
る
よ
う
、
厚
生

労
働
省
へ
の
働
き
か
け
を
要
望
し
ま
す
。

（
継
続
）

２
．
支
払
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
、

掲
載
内
容
が
多
岐
に
及
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
利
便
性
を
考

慮
し
た
見
や
す
い
形
と
な
る
よ
う
、
常
に
改

良
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

 

（
継
続
）

３
．
支
払
基
金
か
ら
医
療
機
関
等
に
発
送
す

る
返
戻
レ
セ
プ
ト
等
（
返
戻
レ
セ
プ
ト
、
増

減
点
連
絡
書
、
資
格
確
認
結
果
連
絡
書
）
の

誤
送
付
に
よ
る
個
人
情
報
の
漏
え
い
に
つ

い
て
は
、
委
託
元
で
あ
る
健
保
組
合
に
お
い

て
、
該
当
被
保
険
者
へ
報
告
（
通
知
）
等
を

行
う
対
応
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

 

令
和
６
年
度
帳
票
電
子
化
に
伴
い
、
返
戻

レ
セ
プ
ト
等
を
紙
で
送
付
す
る
対
象
の
医

療
機
関
等
は
減
少
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、
紙
に
よ
る
郵
送
方
法
が
あ
る
場
合
は
、

早
急
に
特
定
記
録
等
へ
変
更
す
る
対
応
を

要
望
し
ま
す
。（
継
続
・
一
部
修
正
）

４
．
委
託
金
に
つ
い
て
、
金
利
が
上
昇
傾
向

に
あ
る
現
在
、
金
融
機
関
等
の
預
金
で
あ
れ

ば
利
息
が
発
生
す
る
と
思
料
し
ま
す
が
、
資

金
運
用
や
運
用
益
の
活
用
が
可
能
で
あ
る

の
か
お
教
え
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。

（
新
規
）

全総協・各地区協議会 主な会議・研修会等（令和８年１月１６日～４月１５日　日程決定分のみ）

開催日 地　区 会議・研修会等 開催日 地　区 会議・研修会等

１月１６日 中　部 理事会 ３月６～７日 近　畿 定時総会

１月２０日 近　畿 医療制度対策委員会 ３月９日 東　北 予算総会

２月　２日 神奈川 役員会 ３月１１日 神奈川 定例総会

２月１８日 近　畿 正副会長会議 ３月２３日 全総協 正副会長会

２月２４日 全総協 正副会長会 ３月２３日 全総協 定例総会

２月２４日 全総協 理事会 ３月２３日 全総協 福祉共済会定例総会

２月２４日 全総協 福祉共済会理事会 ３月２６日 東　京 定期総会

２月２５日 近　畿 理事・監事会 ４月６～７日 東　京 初任者研修会

３月　６日 中　部 定例総会 ４月１０～１１日 近　畿 広報委員会
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令和８年度の社会保障改革の骨格がまとまりましたトピックス

　上野賢一郎厚生労働大臣と片山さつき財務大臣は12月24日、令和８年度予算について大臣折衝を行い、診
療報酬改定など令和８年度の社会保障に関する制度改正の内容を合意しました。このうち、薬剤自己負担の
見直しと、高額療養費制度の見直しについて、抜粋して掲載します。

大臣折衝事項（抜粋）　５、社会保障制度改革の推進　（1）薬剤給付の見直し
①OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し
　OTC医薬品の対応する症状に適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品のうち、他の被保険者の保険料負担によ
り給付する必要性が低いと考えられるときには、患者の状況や負担能力に配慮しつつ、別途の保険外負担（特別の料金）
を求める新たな仕組みを創設し、令和８年度中（令和９年３月）に実施する。まずは、77成分（約1,100品目）を対象
医薬品とし、薬剤費の４分の１に特別の料金を設定する。
　今後、セルフメディケーションに関する国民の理解や、OTC医薬品に関する医師・薬剤師の理解を深めるための取
組、医療品医薬品のスイッチOTC化に係る政府目標の達成に向けた取組などの環境整備を進めるとともに、将来、OTC
医薬品の対応する症状の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指
し、上記の施行状況等について厚生労働省において把握・分析を行った上で、令和９年度以降にその対象範囲を拡大し
ていく。あわせて、特別の料金の対象となる薬剤費の割合の引き上げについても検討する。なお、実施にあたっては、
こども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が対象医薬品の長
期使用等が医療上必要と考える方等に対する配慮を検討する。
③長期収載品の選定療養の拡大
　長期収載品については、令和６年10月より、先発医薬品と後発医薬品の価格差の４分の１相当が選定療養の対象とな
り、「特別の料金」として患者に負担が求められてきたが、後発医薬品の更なる使用促進の観点から、価格差の２分の１
相当へと引き上げる。
（3）高額療養費制度の見直し
　高齢化の進展や医療の高度化等を背景にした医療費の増大に直面する中、医療保険制度の持続性を高め、とりわけ重
要なセーフティネット機能である高額療養費制度を将来にわたって堅持していく観点から、高額療養費制度の見直しを
行う。見直しの具体的な内容は、「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」（令和７年12月16日 高額療養費制度の
在り方に関する専門委員会）を踏まえ、別紙の通りとする。

現行 ～ ～

月額上限 外来特例
（ 歳以上） 月額上限 年間上限 外来特例

（ 歳以上） 月額上限 年間上限 外来特例
（ 歳以上）

約 万円～
（標報︓ 万円～）

＋１ ー ＋１％ ー

＋１％ ー

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円）

＋１％ ー

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円）

＋１％ ー

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円）

＋１ ー ＋１％ ー

＋１％ ー

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円）

＋１％ ー

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円）

＋１％ ー

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円）

＋１ ー ＋１％ ー

＋１％ ー

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円）

＋１％ ー

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円）

＋１％ ー

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円）

（年 万） （年 万）

（年 万）

約 ～約 万円
（標報︓ ～ 万円） （年 万）

～約 万円
（標報︓～ 万円） （年 万）

非課税【 歳未満】 ー ー ＜ ＞ ー

非課税【 歳以上】 （年 万） ＜ ＞ （年 万）

一定所得以下【 歳以上】

（※１）

（※１）「～約 万円（標報︓～ 万円）」区分に該当することが確認できた者は、年間上限 万円を適用し、令和９年８月以降に償還払い。
（※２）外来特例の対象年齢については、「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年 月 日閣議決定）において、「医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能

負担の実現」について、「令和７年度中に具体的な骨子について合意し、令和８年度中に具体的な制度設計を行い、順次実施する」とされていることも踏まえ、高齢者の窓口負担の
見直しと併せて具体案を検討し、一定の結論を得る。

（別紙）高額療養費制度の見直しについて
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シリーズ組合訪問 

千葉県食品製造健康保険組合

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

母
体
は
食
品
業
界
団
体
の
集
合
体

力
強
い
結
束
で
事
業
運
営
は
安
定

従
業
員
を
大
切
に
す
る
食
品
業
界

　

昨
年
の
「
大
阪
・
関
西
万
博
」
で
は
、
世
界
各
国

の
パ
ビ
リ
オ
ン
と
と
も
に
、
各
都
道
府
県
の
ブ
ー
ス

も
設
置
さ
れ
、
千
葉
県
は
「
発
酵
ち
ば
」
を
テ
ー
マ

に
出
展
し
た
。
味
噌
や
醤
油
、
み
り
ん
な
ど
日
本
の

食
文
化
に
欠
か
せ
な
い
発
酵
食
品
は
、
特
に
千
葉
県

北
部
で
製
造
が
盛
ん
で
、
大
消
費
地
を
控
え
て
農
産

物
・
海
産
物
に
も
恵
ま
れ
て
、
総
菜
や
缶
詰
等
の
加

工
食
品
の
工
場
も
多
い
。
食
品
製
造
は
千
葉
県
の
重

要
な
産
業
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

千
葉
県
食
品
製
造
健
康
保
険
組
合
（
理
事
長
＝
山

田
共
之
氏
）
に
は
、
県
内
の
食
品
製
造
・
卸
・
販
売

業
者
86
社
が
加
入
し
て
い
る
。
昭
和
58
年
に
創
設
し

た
際
に
母
体
と
な
っ
た
の
は
、「
千
葉
県
食
品
製
造

健
康
保
険
組
合
設
立
推
進
協
議
会
」
で
、
当
初
か
ら

　

千
葉
県
食
品
製
造
健
康
保
険
組
合
は
、
設
立
母
体
が
健
保
組
合
の
創
設
を
目
的
と
し

て
お
り
、
従
業
員
の
福
利
厚
生
の
充
実
が
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
で
昭
和
58
年
に
設
立
さ

れ
た
。
加
入
事
業
所
は
、
古
く
か
ら
の
取
引
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
強
い
結
束
力
は
今
も

変
わ
ら
な
い
。
事
務
所
も
加
入
事
業
所
の
施
設
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
。
保
健
事
業

も
事
業
主
経
由
で
展
開
し
て
お
り
、
協
力
・
信
頼
関
係
は
厚
い
。
来
年
度
は
、
特
定
健

診
・
特
定
保
健
指
導
の
更
な
る
底
上
げ
を
達
成
し
て
、
支
援
金
の
減
算
対
象
の
保
険
者

を
目
指
し
て
い
る
。

健
保
組
合
の
設
立
を
目
的
と
し
て
い
た
。「
千
葉
県

食
品
産
業
協
議
会
」
に
改
名
し
た
現
在
で
も
県
内
有

数
の
組
織
で
、
加
入
事
業
所
は
古
く
か
ら
の
取
引
も

あ
る
こ
と
か
ら
結
束
力
は
強
い
。

　

石
井
善
郎
常
務
理
事
は
、「
当
時
か
ら
従
業
員
の

福
利
厚
生
の
充
実
が
念
頭
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
事
業

所
に
は
今
も
組
合
運
営
に
多
大
な
協
力
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
ま
た
、
食
品
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

加
入
事
業
所
の
健
康
管
理
に
対
す
る
意
識
も
高
い
こ

と
が
特
徴
と
い
え
ま
す
」
と
説
明
す
る
。

　

被
保
険
者
数
は
６
１
４
０
人
と
な
っ
て
い
る
。
一

時
は
１
万
人
を
超
え
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
最

近
で
は
安
定
し
て
推
移
し
て
い
る
。
食
品
工
場
で
働

く
パ
ー
ト
労
働
者
に
は
女
性
の
被
保
険
者
も
多
く
、

女
性
が
全
体
の
約
４
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
た
め

〈健保組合の概況〉
〒260-0025　千葉市中央区問屋町13-6
TEL 043-241-6412　FAX 043-241-6674

理事長＝山田 共之 氏（ユアサ・フナショク㈱代表取締役社長）
常務理事＝石井 善郎 氏
設立年月日＝�昭和58年7月1日
主たる業態＝食品の製造・加工・販売業
事業所数＝86事業所
被保険者数＝6,140人（男3,637人、女2,503人 40.77％）
平均標準報酬月額＝321,988円（男370,046円、女252,157円）
平均年齢＝45.00歳（男45.82歳、女43.81歳）
被扶養者数＝2,642人　扶養率＝0.43人
保険料率＝100.00‰
介護保険料率＝17.00‰�

（令和7年10月現在）

千葉市中央区問屋町に所在する事務所
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黒
字
が
続
い
た
が
、
そ
の
後
は
赤
字
と
な
っ
た
も
の

の
、
令
和
に
入
っ
て
か
ら
は
黒
字
・
赤
字
を
繰
り
返

し
て
い
る
。

　

令
和
６
年
度
の
実
績
は
、
経
常
収
入
26
億
５
０
５

６
万
円
に
対
し
て
、
経
常
支
出
は
25
億
８
４
５
２
万

円
と
な
り
、
６
６
０
０
万
円
の
黒
字
を
確
保
し
た
。

保
険
料
収
入
に
占
め
る
法
定
給
付
費
は
55
・
19
％
、

拠
出
金
等
は
34
・
88
％
と
な
っ
て
い
る
。「
赤
字
予

算
で
組
み
ま
し
た
が
、
医
療
費
や
拠
出
金
の
動
向
で

赤
か
黒
か
の
結
果
に
違
い
が
で
る
状
況
で
す
。
国
や

健
保
連
の
支
援
を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
に

し
て
も
厳
し
い
状
況
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
」

（
石
井
常
務
理
事
）
と
い
う
。

　

保
険
料
率
は
１
０
０
‰
（
一
般
98
・
70
‰
）
で
、

平
成
27
年
度
か
ら
変
更
は
な
く
11
年
目
を
迎
え
た
。

し
か
し
、
令
和
８
年
度
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

金
」
が
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
決
算
組
合
会
で
は
、「
一

律
の
率
」
を
使
用
す
る
こ
と
等
、
国
の
検
討
状
況
や

制
度
の
概
要
を
説
明
し
た
。
石
井
常
務
理
事
は
、「
今

は
協
会
け
ん
ぽ
と
同
率
で
す
が
、
介
護
保
険
料
が
協

会
よ
り
も
少
し
高
い
の
で
、
そ
の
分
、
被
保
険
者
の

負
担
も
多
い
。
準
備
金
の
繰
入
で
何
と
か
対
応
で
き

た
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
底
を
つ
い
て
し
ま
う
」
と
説

明
す
る
。
新
た
な
「
支
援
金
」
を
本
体
の
保
険
料
率

に
吸
収
す
る
こ
と
を
検
討
し
た
が
、
現
状
の
法
定
給

付
費
の
支
払
い
状
況
で
は
難
し
く
、「
令
和
８
年
度

も
１
０
０
‰
で
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
結
果
的
に
は

料
率
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
で
き
れ
ば

介
護
保
険
料
率
を
抑
え
た
い
…
」
と
「
支
援
金
」
の

取
扱
い
の
難
し
さ
を
説
明
す
る
。

８
年
度
は
支
援
金
の
「
減
算
」
に
挑
戦

　

千
葉
県
食
品
製
造
健
保
組
合
の
最
近
の
医
療
費
の

動
向
に
つ
い
て
は
、
平
均
年
齢
は
や
や
高
い
も
の
の
、

令
和
４
年
度
を
ピ
ー
ク
に
微
減
・
横
ば
い
傾
向
が
続

い
て
き
た
。
保
険
料
に
占
め
る
法
定
給
付
費
の
割
合

は
、
令
和
４
年
度
の
57
・
９
％
同
５
年
度
の
58
・

97
％
に
対
し
て
、
６
年
度
は
55
・
19
％
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
７
年
度
に
入
る
と
医
療
費
は
上

昇
傾
向
に
転
じ
て
お
り
、
高
額
薬
剤
の
使
用
が
影
響

し
て
い
る
事
例
も
増
え
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、

前
期
高
齢
者
の
医
療
費
は
、
一
人
当
た
り
で
５
年
度

の
42
万
か
ら
、
６
年
度
は
30
万
６
０
０
０
円
へ
の
大

き
く
減
少
し
て
い
る
。

　

石
井
常
務
理
事
は
、
医
療
費
分
析
の
重
要
性
を
指

摘
す
る
と
と
も
に
、「
前
期
高
齢
者
の
医
療
費
の
減

少
は
、
収
支
全
体
の
黒
字
に
も
貢
献
し
ま
し
た
が
、

全
体
的
な
医
療
費
は
、
今
後
と
も
上
昇
が
見
込
ま
れ

て
お
り
、
決
し
て
楽
観
で
き
る
状
況
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
気
を
引
き
締
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
被
保
険
者
に
は
工
場
で
働
く
労
働
者
が
多

く
、
作
業
現
場
に
メ
ン
タ
ル
不
調
者
の
多
い
こ
と
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
。「
精
神
」
に
関
す
る
傷
病
手
当

金
の
占
め
る
割
合
も
多
い
こ
と
か
ら
、
対
策
と
し
て

は
、
事
業
所
単
位
で
メ
ン
タ
ル
不
調
に
関
す
る
研

修
・
講
演
等
も
行
っ
て
き
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
事

務
講
習
会
も
対
面
か
ら
リ
モ
ー
ト
に
切
り
替
え
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
が
、
最
近
で
も
リ
モ
ー
ト
の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
活
用
し
た
研
修
会
を
開
く
な
ど
、
事
業
展
開
に

工
夫
を
重
ね
て
い
る
。

　

令
和
７
年
度
予
算
に
お
け
る
保
険
料
に
占
め
る
保

扶
養
率
は
０
・
43
と
低
い
。
標
準
報
酬
は
全
国
平
均

よ
り
も
約
４
万
円
低
い
も
の
の
、
こ
こ
数
年
の
制
度

的
な
適
用
拡
大
へ
の
対
応
と
し
て
は
、「
従
来
か
ら

各
事
業
所
で
女
性
の
短
時
間
労
働
者
も
被
保
険
者
と

な
っ
て
い
た
た
め
、
影
響
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
適
用
拡
大
に
関
す
る
補
助
金
も
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
精
算
で
返
還
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」（
石

井
常
務
理
事
）
ほ
ど
で
、
従
業
員
を
大
切
に
し
て
い

る
食
品
業
界
の
雰
囲
気
が
窺
え
る
。

　

加
入
事
業
所
は
、
従
業
員
５
０
０
人
を
超
え
る
食

品
工
場
か
ら
、１
～
２
人
で
加
入
す
る
、
ま
ち
の
和
菓

子
屋
ま
で
と
幅
広
い
。
１
０
０
人
以
上
の
15
事
業
所

で
被
保
険
者
の
６
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、
コ
ン
パ

ク
ト
で
事
業
を
展
開
し
や
す
い
規
模
と
な
っ
て
い
る
。

　

財
政
状
況
に
つ
い
て
は
、
設
立
か
ら
10
年
ほ
ど
は
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健
事
業
費
の
割
合
は
５
・
12
％
と
な
っ
て
お
り
、
被

保
険
者
一
人
当
た
り
で
は
２
万
２
４
６
４
円
と
な
る

等
、
更
に
力
を
入
れ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

特
定
健
診
・
保
健
指
導
の
実
施
状
況
は
、
被
保
険

者
と
被
扶
養
者
を
合
わ
せ
て
、
特
定
健
診
75
・
８
％
、

特
定
保
健
指
導
23
・
４
％
（
令
和
６
年
度
）
と
な
っ

て
い
る
。
被
扶
養
者
の
実
施
率
が
課
題
で
、
石
井
常

務
理
事
は
、「
昨
年
度
か
ら
は
、
被
扶
養
者
の
た
め
の

健
診
事
業
を
充
実
し
ま
し
た
。
県
内
で
場
所
を
指
定

し
て
集
団
検
診
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
て
や
っ
て

い
ま
す
。
今
後
は
開
催
場
所
を
増
や
し
て
い
く
よ
う

委
託
事
業
者
に
提
案
す
る
予
定
で
す
」
と
説
明
す
る
。

　

令
和
８
年
度
の
事
業
展
開
に
つ
い
て
は
、「
支
援

金
の
減
算
対
象
の
保
険
者
に
な
る
こ
と
を
狙
っ
て
い

ま
す
」
と
言
い
、
被
扶
養
者
を
含
め
た
「
特
定
健

診
・
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
の
向
上
」
を
タ
ー
ゲ

ッ
ト
に
し
て
い
る
。
適
用
事
業
所
は
千
葉
県
内
に
と

ど
ま
ら
ず
、
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
所
在
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
令
和
２
年
度
か
ら
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

を
活
用
し
た
保
健
指
導
を
開
始
し
て
、
徐
々
に
実
施

件
数
を
増
や
し
て
き
た
。

　

時
間
の
合
わ
な
い
被
保
険
者
や
遠
方
の
被
保
険
者

を
対
象
と
し
て
、「
対
面
で
の
保
健
指
導
が
で
き
な

く
て
も
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
す
れ
ば
、
都
合
に
合

わ
せ
て
実
施
で
き
る
の
で
、
対
象
者
数
を
増
や
す
に

は
「
伸
び
し
ろ
」
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
こ

が
伸
び
れ
ば
、
あ
と
わ
ず
か
で
後
期
支
援
金
が
減
算

に
な
る
の
で
予
算
も
か
け
て
い
き
ま
す
」
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
保
健
事
業
は
、
全
て
事
業
所
経
由
で
進

め
て
い
る
。
加
入
事
業
所
は
健
保
組
合
の
創
設
を
目

指
し
て
集
ま
っ
た
だ
け
に
、
40
年
を
経
て
も
強
固
な

結
束
は
今
も
続
い
て
お
り
、
財
政
が
安
定
す
る
礎
に

な
っ
て
い
る
。
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
転
換
に
関
わ
る

事
務
も
、
事
業
主
と
の
協
力
関
係
を
生
か
し
て
確
実

に
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

千
葉
県
食
品
製
造
健
保
組
合
は
、「
健
保
組
合
が

事
業
主
と
一
体
に
な
っ
て
」
と
い
う
姿
勢
を
文
字
通

り
実
践
し
て
き
た
。
事
務
所
も
加
入
事
業
所
の
施
設

を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
。
食
品
産
業
は
、「
衣
・

食
・
住
」
の
「
食
」
を
担
っ
て
人
々
の
暮
ら
し
に
欠

か
せ
な
い
安
定
的
な
業
種
と
い
わ
れ
る
が
、
コ
ロ
ナ

禍
で
外
食
産
業
が
沈
滞
す
れ
ば
影
響
を
受
け
る
し
、

物
価
が
高
騰
す
れ
ば
原
材
料
の
仕
入
れ
や
生
産
に
工

夫
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
昨
今
の
景
気
の
回
復

基
調
に
よ
っ
て
、
消
費
者
の
購
買
意
欲
が
戻
り
つ
つ

あ
り
、
更
な
る
成
長
が
期
待
さ
れ
る
。
従
業
員
の
福

利
厚
生
を
目
指
し
て
設
立
さ
れ
た
千
葉
県
食
品
製
造

健
保
組
合
に
明
る
い
兆
し
が
見
え
始
め
て
い
る
。

職員に全幅の信頼 
協力体制は「自主的に」
千葉県食品製造健康保険組合

常務理事 石
いし

井
い

 善
よし

郎
ろう

 氏

　常務理事を含めて８人という職場に
ついて、「それぞれがオールマイティに
仕事をこなせるというのではなく、所
掌はきちんと分けているつもりですが、

算定の時期など多忙になれば、何も言わなくても自主的に動いて
協力しています」と佐藤等事務長をはじめ、職員への信頼は厚い。
　職員への指導についても「年に一度の個人面談はありますが、
朝礼などの改まった場を設けることはなく、業務は自然にうま
く流れています」という。
　健保組合を取り巻く状況については、「やはり協会けんぽの保
健事業の取組が気になります。医療費への国庫負担を背景にし
た運営によって、人間ドックの補助金などを充実させているよ
うで、こちらは地道にやるしかない…」と。また、実施から20
年が経とうとしている特定健診・保健指導については、「定着し
ており、来年度は「減算」に向かって努力していきますが、腹
囲の測定をはじめ、医療費との関係などについて見直す時期に
きているのではないか」との考えを披露する。
　健康法は「特にはありません」と言うが、休日は、「家が農家
なのでコメ作りで忙しくしており、運動をする暇も余裕もあり
ません」と言い、率先して自らも食品製造業の基礎を支えている。
　ゴルフは「好きなほう」で、住まいのある千葉県長南町は、「町
面積に占めるゴルフ場の面積が全国一広く、数も多くて、最近
はプレー代も安くなって…」と楽しそうに語る。
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○
国
会
議
員
へ
の
取
組

　

令
和
７
年
10
月
23
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
衆
議
院
第
二
議
員
会
館
で
、
公

明
党
「
健
康
保
険
組
合
議
員
懇
話
会
・

厚
生
労
働
部
会
」
合
同
会
議
が
開
催
さ

れ
、
健
保
連
本
部
・
都
道
府
県
連
合

会
・
東
総
協
と
と
も
に
参
加
し
た
。

　

令
和
７
年
11
月
21
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
で
、
公

明
党
「
健
康
保
険
組
合
議
員
懇
話
会
」

が
開
催
さ
れ
、
健
保
連
本
部
と
と
も
に

参
加
し
た
。

　

令
和
７
年
11
月
21
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
で
、
日

本
維
新
の
会
「
税
制
調
査
会
合
同
ヒ
ア

リ
ン
グ
会
」
が
開
催
さ
れ
、
健
保
連
本

部
・
都
道
府
県
連
合
会
と
と
も
に
参
加

し
た
。

　

総
合
健
保
組
合
の
厳
し
い
財
政
状
況

を
述
べ
、
現
役
世
代
の
負
担
軽
減
に
つ

な
が
る
実
効
性
あ
る
改
革
の
早
期
実
現

と
財
政
支
援
を
訴
え
た
。

○
医
療
制
度
等
対
策
委
員
会

　

令
和
７
年
11
月
17
日
、
神
奈
川
県
箱

根
町
の
東
京
文
具
販
売
健
保
組
合
「
箱

根
強
羅
山
荘
」
で
、
令
和
７
年
度
第
２

回
医
療
制
度
等
対
策
委
員
会
を
開
催
し
、

委
員
８
名
が
出
席
し
た
。

　

支
払
基
金
本
部
へ
提
出
す
る
「
令
和

７
年
度
社
会
保
険
診
療
報
酬
の
審
査
支

払
等
に
関
す
る
要
望
事
項
」
に
つ
い
て

検
討
集
約
を
行
っ
た
。

　

取
り
ま
と
め
た
要
望
事
項
（
33
項
目
）

に
つ
い
て
は
、
12
月
22
日
、
支
払
基
金

本
部
及
び
健
康
保
険
組
合
連
合
会
へ
そ

れ
ぞ
れ
提
出
し
た
（
19
～
21
頁
参
照
）。

○
事
務
局
長
会
議

　

令
和
７
年
12
月
２
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
薬
業
健
保
会
館
で
、
令
和
７
年

度
全
総
協
地
区
協
議
会
事
務
局
長
会
議

を
開
催
し
、
事
務
局
長
等
６
名
と
広
報

委
員
会
の
川
﨑
委
員
長
が
出
席
し
た
。

　

株
式
会
社
法
研
「
週
刊
社
会
保
障
」

副
主
幹
の
野
原
義
明
氏
に
よ
り
、「
今

後
の
保
健
事
業
の
展
開
に
つ
い
て
」
と

題
す
る
講
義
と
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

○
地
区
協
議
会
会
長
等
会
議

　

令
和
７
年
12
月
８
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
薬
業
健
保
会
館
で
、
令
和
７
年

度
全
総
協
地
区
協
議
会
会
長
等
会
議
を

開
催
し
、
地
協
会
長
、
委
員
会
委
員
長

等
13
名
が
出
席
し
た
。

　

協
議
事
項
の
①
厚
生
労
働
省
と
の
事

務
打
合
せ
の
進
め
方
等
、
②
全
総
協
の

令
和
８
年
度
事
業
計
画
方
針
に
つ
い
て
、

意
見
交
換
を
行
っ
た
。

○�

厚
生
労
働
省
と
の
事
務
打
合
せ�

会

　

令
和
７
年
12
月
８
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
薬
業
健
保
会
館
で
、
厚
生
労
働

省
保
険
局
保
険
課
と
の
事
務
打
合
せ
会

を
行
っ
た
。（
６
～
18
頁
参
照
）

○
総
合
組
合
調
査
会

　

令
和
７
年
12
月
17
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
御
茶
ノ
水
ト
ラ
イ
エ
ッ
ジ
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
で
、
令
和
７
年
度
総
合
組

合
調
査
会
（
健
保
連
主
催
）
を
開
催
し
、

健
保
連
よ
り
委
嘱
さ
れ
た
総
合
組
合
調

査
会
委
員
13
名
が
出
席
し
た
。

　

会
議
で
は
、
情
勢
報
告（
特
に
協
会
け

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
•	 •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

予告 � �全総協第121回定例総会及び福祉共済会�

第20回定例総会を次のとおり開催します

日時　令和８年３月23日（月）
　　　13時00分～16時00分
　　　（※ 15時00分～16時00分は説明会を予定）
場所　東実健保会館（東京実業健保組合）
　　　東京都中央区東日本橋３－10－４
議題　○令和８年度事業計画（案）
　　　○令和８年度収入支出予算（案）
　　　○その他

公明党「健康保険組合議員懇話会・厚生労働部会」
（10.23）

日本維新の会「税制調査会合同ヒアリング会」
（11.21）
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北
海
道　
　
　
　
　
　

（
北
海
道
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
事
務
担
当
者
勉
強
会

　

令
和
７
年
10
月
16
日
、
札
幌
市
中
央

区
の
北
農
健
保
会
館
で
、
令
和
７
年
度

第
１
回
事
務
担
当
者
勉
強
会
を
開
催
し
、

５
組
合
12
名
が
参
加
し
た
。

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証

利
用
登
録
の
促
進
状
況
に
つ
い
て
」
及

び
「
資
格
確
認
書
の
一
括
職
権
交
付
へ

の
対
応
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
参

加
組
合
か
ら
事
前
に
提
出
さ
れ
た
事
例

や
関
係
資
料
に
基
づ
き
、
各
健
保
組
合

の
対
応
や
取
組
に
つ
い
て
意
見
交
換
を

行
っ
た
。

千 

葉　
　
　
　
　
　

（
千
葉
県
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
令
和
７
年
度
第
２
回
総
会

　

令
和
７
年
12
月
１
日
、
千
葉
市
中
央

区
の
オ
ー
ク
ラ
千
葉
ホ
テ
ル
で
、
令
和

７
年
度
第
２
回
総
会
を
開
催
し
、
８
組

合
14
名
が
出
席
し
た
。

　

冒
頭
、
笠
原
会
長
の
健
康
保
険
組
合

を
巡
る
情
勢
及
び
千
総
協
・
全
総
協
の

事
業
へ
の
協
力
依
頼
を
含
め
た
挨
拶
の

後
、
①
令
和
７
年
度
事
業
中
間
報
告
、

②
令
和
８
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て
審

議
し
、
原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

　

ま
た
、
全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協

議
会
専
務
理
事
の
森
田
章
氏
に
よ
る

「
健
康
保
険
組
合
を
取
り
巻
く
動
向
等

ん
ぽ
の
料
率
引
下
げ
関
連
）
に
関
す
る

議
論
を
中
心
と
し
、
健
康
保
険
組
合
連

合
会
会
長
代
理
の
佐
野
雅
宏
氏
を
は
じ

め
、
理
事
・
幹
部
職
員
と
活
発
な
意
見

交
換
を
行
っ
た
。

○
広
報
委
員
会

　

令
和
８
年
１
月
13
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
薬
業
健
保
会
館
で
、
令
和
７
年

度
第
４
回
広
報
委
員
会
を
開
催
し
、
委

員
９
名
が
出
席
し
た
。

　

協
議
事
項
の
①
「
総
合
け
ん
ぽ
」
第

１
６
７
号
（
令
和
８
年
１
月
号
）
の
校

正
等
、
②
同
第
１
６
８
号
（
令
和
８
年

４
月
号
）
の
編
集
方
針
等
に
つ
い
て
検

討
し
た
。

に
つ
い
て
」
と
題
す
る
情
勢
報
告
の
後

に
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

東 

京　
　
　
　
　
　

（
東
京
都
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
テ
ー
マ
別
研
修
会

　

令
和
７
年
10
月
24
日
、
台
東
区
の
東

食
健
保
会
館
で
、
テ
ー
マ
別
研
修
会
を

開
催
し
、
86
組
合
２
２
２
名
が
参
加
し

た
。

　

健
康
保
険
組
合
連
合
会
政
策
部
医
療

保
険
グ
ル
ー
プ
担
当
部
長
の
春
木
匠
氏

に
よ
り
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
な

ど
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
修
が
行
わ
れ
た
。

○
係
長
・
主
任
研
修
会

　

令
和
７
年
10
月
31
日
、
千
代
田
区
の

薬
業
健
保
会
館
で
、
係
長
・
主
任
研
修

会
を
開
催
し
、
47
組
合
68
名
が
参
加
し

た
。

　

冒
頭
、
南
副
会
長
の
挨
拶
後
、
合
同

会
社
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｏ
Ｎ
の
石
井
美
江
氏
に
よ

り
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
キ
ル
」
を
テ
ー
マ

に
係
長
・
主
任
の
立
場
と
役
割
、「
ビ

ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
」
を
テ
ー
マ
に
問
題
意

識
と
改
善
意
識
等
に
つ
い
て
の
説
明
が

あ
り
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

が
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
株
式
会
社
法
研
「
週
刊
社
会

保
障
」
副
主
幹
の
野
原
義
明
氏
に
よ
り
、

「
医
療
保
険
改
革
に
向
け
た
政
策
決
定

過
程
と
実
際
」
と
題
す
る
講
義
が
行
わ

れ
た
。

○
部
・
課
長
研
修
会

　

令
和
７
年
11
月
27
日
、
千
代
田
区
の

薬
業
健
保
会
館
で
、
部
・
課
長
研
修
会

を
開
催
し
、
45
組
合
64
名
が
参
加
し
た
。

　

冒
頭
、
林
副
会
長
の
挨
拶
後
、
合
同

会
社
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｏ
Ｎ
の
石
井
美
江
氏
に
よ

り
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
キ
ル
」
を
テ
ー
マ

に
部
下
育
成
に
向
け
て
、「
ビ
ジ
ネ
ス

ス
キ
ル
」
を
テ
ー
マ
に
、
職
場
風
土
の

醸
成
等
に
つ
い
て
講
義
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
株
式
会
社
法
研
「
週
刊
社
会

保
障
」
副
主
幹
の
野
原
義
明
氏
に
よ
り
、

「
令
和
８
年
度
の
健
保
組
合
関
係
予
算

案
と
諸
課
題
」
と
題
す
る
講
義
が
行
わ

れ
た
。

○
新
年
賀
詞
交
歓
会

　

令
和
８
年
１
月
７
日
、
千
代
田
区
の

ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷
で
、
東
総
協
と

（
一
社
）
東
振
協
共
催
の
新
年
賀
詞
交

歓
会
を
開
催
し
た
。

　

会
員
組
合
か
ら
は
、
１
３
４
名
の
参

加
が
あ
り
、
国
会
議
員
、
関
係
団
体
か

ら
多
数
の
来
賓
を
迎
え
て
、
総
勢
２
２

３
名
で
盛
大
に
行
わ
れ
た
。

○
事
務（
局
）長
研
修
会

　

令
和
８
年
１
月
14
日
、
千
代
田
区
の

薬
業
健
保
会
館
で
、
事
務
（
局
）
長
研
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修
会
を
開
催
し
、
70
組
合
80
名
が
参
加

し
た
。

　

冒
頭
、
清
水
常
務
理
事
の
挨
拶
後
、

関
東
信
越
厚
生
局
健
康
福
祉
部
保
険
課

社
会
保
険
監
査
指
導
官
の
大
和
田
英
男

氏
及
び
社
会
保
険
監
査
専
門
官
の
瀬
下

大
樹
氏
に
よ
り
、「
令
和
８
年
度
の
予

算
編
成
等
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
講
義

が
行
わ
れ
た
。

　

続
い
て
、
合
同
会
社
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｏ
Ｎ
の

石
井
美
江
氏
に
よ
り
「
学
び
の
醸
成
」

と
題
す
る
講
義
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
株
式
会
社
法
研
「
週
刊
社
会

保
障
」
副
主
幹
の
野
原
義
明
氏
に
よ
り
、

「
令
和
８
年
度
予
算
（
厚
労
省
関
係
）
と

医
療
保
険
制
度
改
革
」
と
題
す
る
講
義

が
行
わ
れ
た
。

神
奈
川　

 　
　
　
　

（
神
奈
川
県
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
一
般
教
養
研
修
会

　

令
和
７
年
10
月
８
日
及
び
11
月
12
日
、

横
浜
市
中
区
の
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ー
ル
ヨ
コ

ハ
マ
で
、
一
般
教
養
研
修
会
を
開
催
し
、

会
員
17
組
合
１
１
６
名
に
加
え
、
会
員

外
27
組
合
41
名
が
参
加
し
た
。

　

両
日
と
も
に
、
厚
生
労
働
省
保
険
局

保
険
課
健
康
保
険
組
合
係
長
の
髙
橋
智

明
氏
を
講
師
に
迎
え
、「
被
扶
養
者
認

定
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」、「
マ
イ
ナ
保

険
証
と
個
人
情
報
保
護
法
関
連
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
一
般
財
団
法
人
日
本
ペ
ッ
プ

ト
ー
ク
普
及
協
会
代
表
理
事
の
岩
﨑
由

純
氏
を
講
師
に
迎
え
、「
ペ
ッ
プ
ト
ー

ク
～
や
る
気
を
引
き
出
す
魔
法
の
言
葉

～
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

○
時
勢
研
修
会

　

令
和
７
年
12
月
４
日
、
横
浜
市
西
区

の
ホ
テ
ル
プ
ラ
ム
横
浜
で
、時
勢
研
修
会

を
開
催
し
、
16
組
合
29
名
が
参
加
し
た
。

　

全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
専

務
理
事
の
森
田
章
氏
を
講
師
に
迎
え
、

「
医
療
保
険
制
度
改
革
の
動
向
等
に
つ

い
て
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

中 
部　
　
　
　
　
　

（
中
部
地
区
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
職
員
研
修
会

　

令
和
７
年
10
月
16
～
17
日
、
長
野
県

長
野
市
の
シ
ャ
ト
レ
ー
ゼ
ホ
テ
ル
長
野

で
、
職
員
研
修
会
を
開
催
し
、
31
組
合

40
名
が
参
加
し
た
。

　

東
京
大
学
医
学
部
附
属
病
院
大
学
病

院
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

特
任
助
教
の
後
藤
英
子
氏
を
講
師
に
迎

え
、『「
伝
わ
る
」
メ
ッ
セ
ー
ジ
「
伝
わ

る
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
～
加
入
者

の
意
識
と
行
動
が
変
わ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
作
り
方
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法

～
』
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
参
加
者
が
持
参
し
た
広
報

（
チ
ラ
シ
等
）
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
ご

と
に
検
討
会
が
行
わ
れ
た
。

○
事
務
長
等
研
修
会

　

令
和
７
年
11
月
13
～
14
日
、
名
古
屋

市
東
区
の
ホ
テ
ル
メ
ル
パ
ル
ク
名
古
屋

で
、
事
務
長
等
研
修
会
を
開
催
し
、
25

組
合
25
名
が
参
加
し
た
。

　

１
日
目
は
、
株
式
会
社
あ
ま
の
創
健

営
業
開
発
部
課
長
の
松
岡
忠
彦
氏
と
主

任
の
仲
畑
和
真
氏
を
講
師
に
迎
え
、

「
総
合
評
価
指
標
の
比
較
～
２
０
２
４

年
度
事
業
の
振
り
返
り
と
今
後
の
取
り

組
み
に
向
け
て
～
」
と
題
す
る
講
演
が

行
わ
れ
た
。

　

２
日
目
は
、
株
式
会
社
ア
ド
テ
ッ
ク　

企
画
開
発
部
部
長
の
小
林
薫
氏
を
講
師

に
迎
え
、「
将
来
を
見
据
え
た
歯
科
検

診
の
検
討
状
況
～
厚
労
省
モ
デ
ル
事
業

よ
り
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

　

講
演
後
に
は
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

○
組
織
検
討
委
員
会

　

令
和
７
年
12
月
12
日
、
名
古
屋
市
中

村
区
の
名
鉄
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
、
組

織
検
討
委
員
会
を
開
催
し
、
８
組
合
８

名
・
正
副
会
長
３
名
・
事
務
局
２
名
の

合
わ
せ
て
13
名
が
出
席
し
た
。

　

議
題
と
し
て
、
①
次
期
役
員
の
改
選
、

②
次
年
度
事
業
計
画
、
③
次
年
度
会
費

の
検
討
等
に
つ
い
て
審
議
し
、
可
決
承

認
し
た
。近 

畿　
　
　
　
　
　

（
近
畿
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
福
利
厚
生
委
員
会

　

令
和
７
年
10
月
18
日
、
兵
庫
県
三
田

市
の
「
し
い
茸
園
有
馬
富
士
」
で
、
職

員
家
族
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
を
開

催
し
、
26
組
合
78
名
が
参
加
し
た
。

　

し
い
茸
狩
り
と
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
楽

し
み
、
交
流
を
深
め
た
。

　

令
和
７
年
10
月
27
日
兵
庫
地
区
、
11

月
７
日
京
滋
地
区
、
11
月
20
日
阪
和
地

区
そ
れ
ぞ
れ
で
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
を

開
催
し
、
延
べ
30
組
合
１
０
４
名
が
参

加
し
た
。

○
理
事
・
監
事
会

　

令
和
７
年
10
月
24
日
、
大
阪
市
住
之

江
区
の
ホ
テ
ル
フ
ク
ラ
シ
ア
大
阪
ベ
イ

で
、
理
事
・
監
事
会
を
開
催
し
、
22
名

が
出
席
し
た
。

　

一
ノ
谷
会
長
が
情
勢
報
告
を
兼
ね
て

開
催
挨
拶
を
し
た
後
、
各
種
委
員
会
委

員
長
が
今
年
度
の
活
動
状
況
、
今
後
の

活
動
内
容
を
報
告
し
た
。

　

そ
の
後
、
当
面
の
諸
課
題
に
つ
い
て

意
見
交
換
を
行
っ
た
。
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福
祉
共
済
会
で
は
、
共
同
事
業
の
進

捗
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

○
業
務
対
策
委
員
会

　

令
和
７
年
11
月
６
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
大
阪
府
建
築
健
保
会
館
で
、
業
務

対
策
委
員
会
と
保
健
師
会
合
同
に
よ
る

健
康
開
発
研
究
会
を
開
催
し
、
29
組
合

39
名
が
出
席
し
た
。

　

一
ノ
谷
会
長
の
開
催
挨
拶
の
後
、
大

阪
金
属
問
屋
健
康
保
険
組
合
の
佐
藤
智

子
常
務
理
事
に
よ
り
、「
イ
ン
プ
ロ

ゲ
ー
ム
で
他
者
理
解
～
仕
事
に
活
か
す

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
～
」
と
題
す

る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ゲ
ー
ム
が
行
わ
れ
た
。

○
広
報
委
員
会

　

令
和
７
年
12
月
４
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
大
織
健
保
会
館
で
、
広
報
委
員
会

を
開
催
し
、
14
組
合
17
名
が
出
席
し
た
。

　

茶
野
委
員
長
の
開
催
挨
拶
の
後
、
広

報
誌
「
き
ず
な
」
１
４
７
号
の
校
正
と

次
号
の
編
集
企
画
及
び
原
稿
の
分
担
等

に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

そ
の
後
、
一
ノ
谷
会
長
が
情
勢
報
告

を
兼
ね
て
挨
拶
し
た
。

○
講
演
会

　

令
和
７
年
12
月
３
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
大
阪
で
、
講
演
会

を
開
催
し
、
54
組
合
85
名
が
出
席
し
た
。

　

一
ノ
谷
会
長
の
開
催
挨
拶
の
後
、
健

康
保
険
組
合
連
合
会
政
策
部
担
当
部
長

の
鈴
木
俊
明
氏
に
よ
り
、「
健
保
組
合

を
取
り
巻
く
情
勢
に
つ
い
て
～
マ
イ
ナ

保
険
証
・
電
子
申
請
～
」
と
題
す
る
講

演
が
行
わ
れ
た
。

九 

州　
　
　
　
　
　

（
九
州
地
区
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
令
和
７
年
度
研
究
会

　

令
和
７
年
11
月
14
日
、
福
岡
市
博
多

区
の
ホ
テ
ル
ク
リ
オ
コ
ー
ト
博
多
で
、

令
和
７
年
度
研
究
会
を
開
催
し
、
５
組

合
７
名
が
参
加
し
た
。

　

各
組
合
か
ら
令
和
６
年
度
決
算
概
要

に
係
る
説
明
や
事
前
に
出
さ
れ
た
研
究

課
題
（
マ
イ
ナ
保
険
証
・
子
ど
も
子
育

て
支
援
金
関
連
）
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　

令
和
８
年
度
の
総
会
に
つ
い
て
は
、

令
和
８
年
４
月
に
開
催
す
る
予
定
と
し

た
。

○
職
員
研
修
会

　

令
和
７
年
11
月
27
日
、
広
島
市
中
区

の
株
式
会
社
サ
ン
ネ
ッ
ト
で
、
職
員
研

修
会
を
開
催
し
、
５
組
合
８
名
が
参
加

し
た
。

　
「
各
組
合
で
の
課
題
や
業
務
へ
の
取

り
組
み
方
法
」
な
ど
に
つ
い
て
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。
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表紙のことば

冬
の
天あ

ま
の
は
し
だ
て

橋
立
（
京
都
府
）

　

京
都
府
北
部
、
日
本
海
に
面
し
た
宮
津
湾

に
あ
る
『
天
橋
立
』
は
、
宮
城
県
の
『
松

島
』・
広
島
県
の
『
宮
島
』
と
と
も
に
、
日
本

三
景
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
名
勝
で
す
。

　

幅
は
約
20
～
１
７
０
ｍ
、
全
長
は
約
３
・

６
km
の
砂さ

州す

に
、
約
６
７
０
０
本
の
松
が
生

い
茂
る
地
形
は
珍
し
く
、
自
然
が
何
千
年
も

の
歳
月
を
か
け
て
つ
く
り
だ
し
た
神
秘
の
造

形
で
す
。

　

天
橋
立
が
海
面
上
に
現
れ
た
の
は
約
２
２

０
０
年
前
と
い
わ
れ
、
宮
津
湾
か
ら
の
海
流

と
阿
蘇
海
か
ら
の
海
流
が
ぶ
つ
か
り
、
砂
が

徐
々
に
堆
積
し
た
こ
と
で
砂
州
が
形
成
さ
れ

ま
し
た
。

　

天
橋
立
の
北
側
に
あ
る
「
傘
松
公
園
」
や
、

南
側
の
文
殊
山
山
頂
に
あ
る
展
望
遊
園
地

「
天
橋
立
ビ
ュ
ー
ラ
ン
ド
」
か
ら
は
、
美
し
い

天
橋
立
を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
展
望
ス
ポ
ッ
ト
各
所
に
は
「
股
の

ぞ
き
」（
写
真
上
）
が
で
き
る
場
所
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
「
股
の
ぞ
き
」
に
よ
り
空
と
海
が

逆
転
し
、
天
に
架
か
る
天
橋
立
は
天
に
昇
る

龍
に
例
え
ら
れ
、
北
側
か
ら
見
え
る
の
が

「
昇
龍
観
」、
南
側
か
ら
見
え
る
の
が
「
飛
龍

観
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
橋
立
が
白
い
雪
に
覆

わ
れ
る
姿
は
、
ま
さ
に
冬

限
定
の
絶
景
で
す
。
特
に

気
温
の
下
が
っ
た
寒
い
朝

に
、
松
の
葉
に
雪
が
積
も

っ
て
い
る
様
は
、
言
葉
で

は
表
せ
な
い
ほ
ど
美
し
い

光
景
で
、
日
が
昇
る
と
松

の
葉
の
雪
が
溶
け
て
し
ま

う
こ
と
か
ら
、
そ
の
光
景

は
幻
の
景
色
と
し
て
、
北

側
か
ら
は
「
天
上
へ
の
ゆ

き
橋
」、
南
側
か
ら
は
「
幻

雪
の
飛
龍
観
」
と
の
愛
称

で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

写
真
で
は
、
ま
る
で
天
橋
立
が
内
海
（
阿

蘇
海
）
と
外
海
（
宮
津
湾
）
を
完
全
に
分
断

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
南
北

の
陸
地
と
2
つ
の
橋
で
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
不
思
議
な
地
形
が
生
み
出
し
た
ユ
ニ
ー

ク
な
風
景
が
、「
廻か

い

旋せ
ん

橋き
ょ
う」
で
す
。

　

船
が
通
る
た
び
に
90
度
旋
回
す
る
珍
し
い

橋
で
、
天
橋
立
と
南
側
の
文
殊
堂
や
土
産
物

屋
街
が
あ
る
陸
地
と
を
つ
な
い
で
い
ま
す

（
写
真
下
）。

　

初
代
の
廻
旋
橋
は
、
大
正
12
年
（
１
９
２

３
）
に
木
造
の
橋
が
架
け
ら
れ
、
当
時
は
人

力
で
開
閉
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
大

型
船
舶
の
往
来
が
多
く
な
っ
た
昭
和
35
年

（
１
９
６
０
）
に
は
電
動
式
に
な
り
ま
し
た
。

　

多
い
と
き
に
は
一
日
50
回
ほ
ど
廻
り
、
多

く
の
観
光
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
と
と
も
に
、

絶
好
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

天
橋
立
に
は
、
冬
の
絶
景
以
外
に
も
春
は

桜
、
夏
は
海
水
浴
、
秋
は
紅
葉
と
四
季
折
々

の
楽
し
み
方
が
あ
り
ま
す
。

　

風
光
明
媚
な
天
橋
立
は
、
世
界
に
名
だ
た

る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
す
が
、
周
辺
に
は
名
刹

や
観
光
地
も
数
多
く
あ
り
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク

ル
や
遊
覧
船
ク
ル
ー
ズ
、
温
泉
旅
館
や
ホ
テ

ル
な
ど
レ
ジ
ャ
ー
施
設
も
盛
り
だ
く
さ
ん
で

す
。

　

ぜ
ひ
、
あ
な
た
の
ベ
ス
ト
シ
ー
ズ
ン
を
見

つ
け
に
訪
れ
て
み
て
は
い
か
か
で
し
ょ
う
か
。



東 京 本 社	 〒104-8104	 東 京 都 中 央 区 銀 座 1 - 1 0 - 1 	 ☎03-3562-3611

九州事務所	 〒810-0021	 福岡県福岡市中央区今泉 1-12-8	 ☎092-712-8305

法 研 関 西	 〒530-0045	 大阪府大阪市北区天神西町 8-19	 ☎06-6364-1884

法 研 中 部	 〒460-0002	 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-19	 ☎052-962-5821

女性の健康は、生涯にわたり
女性ホルモンの影響を大いに受けています。
女性特有の心身の変化について知ることで、
もっと健康に自分らしく快適に過ごせるでしょう。
また、女性の健康について知ることは、
一緒に働く仲間や、家族、友人を
理解することにもつながります。

○○○○○○○○○健康保険組合

！？
は

にある日、
介護

突然

ご家族で、介護について話し合うきっかけにしてください

‒‒ 介護に関して利用できる制度を知って、じょうずに活用しよう ‒‒

みんな、どうしているの？

法研の事業・サービスのご案内

冬の感染症から
家族をガード

みんな、どうしているの？
子どもの病気やけが

体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 280 円＋税

体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 450 円＋税

新刊

女性の健康ガイド
（理解度チェックつき）

体裁：Ａ４判　総４頁
定価：本体 100 円＋税

介護はある日、
突然に !?

２
０
２
5
年
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健康保険組合

冬冬のの感染症からから

臨時増刊

感染症で自宅療養するときは、「家族にうつさない」「できるだけ早く治す」ために下記の６カ条を実行しましょう。

1 十分に睡眠十分に睡眠をとって、をとって、
ウイルスへのウイルスへの抵抗力を高めましょう抵抗力を高めましょう
療養する部屋は保温・保湿にも気を配りましょう。

2
ウイルスを追い出すためにウイルスを追い出すために
ときどきときどき新鮮な空気を入れましょう新鮮な空気を入れましょう
窓を開けられなくても、換気扇や24 時間換気システムなどでもOK。

3 看病するときはマスク看病するときはマスクをつけましょうをつけましょう
看病する人はもちろん、ほかの家族へうつさないための配慮です。

4 できるだけできるだけ家族とは別室家族とは別室で過ごしましょうで過ごしましょう
別室が無理なら、できるだけ距離をとりましょう。

5
こまめな水分補給こまめな水分補給でで
脱水を防ぎましょう脱水を防ぎましょう
のどが渇いていなくてもこまめに飲むことが大切です。

6
食欲が出てきたら食欲が出てきたら
栄養補給栄養補給をしましょうをしましょう
最初は食べやすさを優先。消化のよいものを食べましょう。

あなたの健康を守る

指導■川崎市健康安全研究所 参与

岡
おか

部
べ

  信
のぶ

彦
ひこ

 先生

etc…インフルエンザ RSウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症

家族家族ををガードガード

自宅療養の ６カ条
うつさない！ 早く治す！

体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 450 円＋税

整骨院・接骨院の
かかり方

〇〇整骨院

　近年、整骨院・接骨院が増え、気軽に利用できるように
なっています。「各種保険取扱い」といった看板を見て、ど
んな場合でも健康保険が使えると思う人もいるようですが、
整骨院や接骨院で、健康保険が「使える場合」は限られて
います。
　整骨院・接骨院への正しいかかり方を理解したうえで利用
しましょう。

整骨院・接骨院にかかるときの注意点について、詳しくは中面をご覧ください。

ご存じですか？健康保険が使えるのは一部のケースだけです

体裁：Ａ４判　総４頁
定価：本体 60 円＋税
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